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平成１８年度 事後評価書 
平成１９年２月 

政策名  ４．中小企業・地域経済産業政策 

施策名 ２１．経営革新・創業促進 

主管課名 中小企業庁 参事官室 主管課長名 参事官 柚原 一夫 

  

開始時期 

～終了時期 
平成１１年度 ～  

総投入コスト 

（総予算執行額） 
１４３．６２億円 （平成１７年度） 

 

１．施策の目的・目標及びその達成状況 

 

施策目的 

 

 

中小企業者が行う、新商品・新サービスの開発又は新たな生産方式、販売方式の導入などの取組を支援することにより、中小企業の経営革

新・創業を促進し、中小企業の活性化・健全な発展を図る。 

 

 

施策目標・指標 

 

・中小企業の質の高い経営革新・創業の取組を全国に広げる。 

・我が国製造業の強みの源泉である、鋳造、プレス加工、めっきなどのモノ作り基盤技術について、現在以上の技術力を有する企業を輩出す

る。 

・小規模企業の自助努力による経営革新・創業の取組を促進する。 

 

具体的には、平成２０年度に以下を達成する。 

・経営革新計画終了後に年３％以上の付加価値額等の伸びを達成した企業の割合：５０％以上 

・新連携における国の認定件数（累計）：５２０件 

・新連携の各認定案件の事業終了時点での事業化・市場化の達成度：８０％ 
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施策の実績、効果 

目的・目標の 

達成状況 

 

＜インパクト、アウト

カムの検証＞ 

 

《目標達成状況・指標の推移》 

指標 Ｈ13 年度 H14 年度 H15 年度 H16 年度 H17 年度 目標値(H20 年度) 

①経営革新計画承認件数 2,299 件 

 

3,341 件 

 

3,995 件 

 

4,322 件 4,421 件 

 

年間 4,000 件以上 

②経営計画終了後に年３％以上の付加

価値額等の伸びがあった企業の割合

  ５２．１％ ４９．２％ ５７．３％ ５０％以上 

③新連携における国の認定件数     １６３件 ５２０件（累計） 

④新連携の各認定案件の事業終了時

点での事業化・市場化の達成度 

    － 

 

８０％ 

⑤小規模製造事業の一事業所当たりの出

荷額の伸び率 

９８．７％ １０１．２％ １０４．２％ ９２．０％ － ⑤の指標を⑥の指

標と同程度以上の

水準にすること。 

⑥中小製造業の一事業所当たりの出荷額

の伸び率 

９６．０％ ９８．０％ １００．７％ ８８．４％ － ― 

（備考） 

④は、事業計画が３～５年のため平成１７年度の達成状況は－で表示。ただし、平成１７年度の認定案件１６３件のうち、２３件については既に事業化

に至っている。 

 

《投入コスト》 

 H１３年度 H１４年度 Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 

総予算執行額（億円） ２０．８７ ６１．０９ ７８．９ １１３．６１ １４３．６２

   （注）平成１７年度実施事業をベースに算出。 

 

● 中小企業の異分野連携による新事業展開の支援策の一つである新連携対策（平成１７年度開始事業）として、平成２０年度までに国の認定

件数５２０件の目標に対し、平成１７年度には１６３件に対し国の認定を行った。低利融資についても８３件に対し実施。事業化・市場化に関し

ては、国の認定計画の事業終了時点での事業化・市場化率８０％の目標としているが、平成１７年度１６３件の認定に対し、２３件は既に事業

化に至っている。事業計画は３～５年にわたるものであり、今の時点で事業化・市場化の達成状況を評価することはできないが、本事業に対

する中小企業からのニーズ・関心も高く、事業開始初年度としての実績・成果も順調であり、異分野連携による新事業展開の広がりが見られ

る。 
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● 新事業展開を行おうとする中小企業に対する人材支援として、知見・経験・ノウハウを持つ企業等ＯＢ人材とのマッチングについても、平成１

７年度までに２，０００件を超えるマッチングを成立させており、成果を上げているところ。さらに、商工会議所やNPOの広範な活動と結びつ

き、地域コミュニティの形成につながるなど、中小企業やベンチャー企業とOB人材のマッチングから派生的に効果が広がり始めている。 

● 他の中小企業との連携組織（中小企業組合）に対する支援についても、全国中小企業団体中央会等による指導を年間約２５，０００件以上行

い、先進的な中小企業組合の取組の事例紹介を行い、中小企業組合の新規設立や経営の革新・合理化に大きく貢献している。また、中小

企業組合に対する税制面での支援措置を行い、中小企業組合の経営基盤の強化・安定に寄与している。 

● 新たな創業者に対する融資についても、制度開始以降約２８，０００件、約９００億円の融資実績があり、創業の促進や雇用の創出に貢献して

いる。 

● 小規模事業者に対する支援については、全国商工会連合会・日本商工会議所等において年間約５００万件の相談に対応し、創業や経営革

新に取り組もうとしている小規模事業者に対する講座である創業塾や経営革新塾の受講者が延べ６．５万に達するなど、成果を上げている。

また、小規模事業者への無担保・無保証人による融資（マル経融資）は制度発足後４，５００億円の貸付けを行うなど、担保や信用力に乏しく

資金調達などの経営資源の確保が困難な小規模事業者に対する金融面での支援措置として効果を上げている。 

● 中小企業の技術開発に対する支援については、創業・新事業展開の促進のための実用化研究開発への一部補助を行う中小企業ベンチャ

ー挑戦支援事業（１次）において、平成１７年度までに３００件を超える中小企業に補助を行ったところ。 

● 中小商業者に対する支援については、中小商業者が取得する機械・装置類に対する減税措置が中小卸・小売・サービス業における設備投

資につながっており、また、中小商業者への融資制度等により円滑な資金供給及び経営基盤の強化が効果的に図られている。 

 

（参考） 

有雇用事業所数による開廃業率の推移を見ると、廃業

率は依然として上昇傾向にあり開業率を上回っている

が、足元での格差は縮小している。 
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原因・外部要因 

・今後の課題 

《今後の課題》 

 

                                       ＜都道府県別改廃業率（非一次産業、年平均、2001～2004年）＞ 

○経済の新陳代謝に関する地域間格差の改善 

これまでの施策展開により、経営革新や創業の

促進、雇用の創出に貢献してきた。一方、我が国の

景気が回復する中で、大都市圏以外での経済状

況の回復の遅れが目立っている。 

2001年から2004年にかけての開廃業率を地域

別に見ると、開廃業率は、全般的に、東京都、愛知

県、大阪府など大都市圏で相対的に高くなってお

り、開廃業が経済の新陳代謝として機能していると

いえる。こうした経済の新陳代謝に関する地域間格

差は、地域間の景況格差を反映しているともいえ

る。我が国経済の活力を維持する観点からは、地

域に存する資源を効率的に活用していくことが不

可欠であり、特に地域中小企業の新事業展開を支

援していくことが課題である。 

 

 

 

 

○国際分業の進展の下で我が国産業を支える基盤技術の強化 

 近年、先端産業分野を中心に、投資の国内回帰の動きが見られる。この背景には、東アジアとの国際分業体制におけるグローバルな最適立

地戦略があり、東アジアへの拠点展開が一巡した我が国大企業において、国内が「研究開発拠点」や「高付加価値品生産拠点」として比較優

位であると再評価されていることが挙げられる。その大きな要素として、我が国製造業の基盤技術を支える中小企業の技術力への評価とも言

える。 

一方、今後は東アジア企業の技術力が自社と同程度になると考える企業も多く存在することから、東アジア企業の技術力のキャッチアップも

考えられ、今後のグローバル市場における競争が一層の激しさを増す中で、引き続き我が国に拠点を置く製造業が競争力を維持していくため

には、基盤技術を担う中小企業の活性化が課題である。 
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   ＜東アジア企業に対する技術力と東アジア製品の国内市場流入による競合状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

２．今後の施策の見直し・改善策 

 

今後の方向性 

 

【継続】 

 

最近の地域ごとの経済状況を見ると、大都市圏以外での回復の遅れが目立っている。こうした回復の遅れが目立つ地域経済の活性化のた

めには、地域にある優れた地域資源（産地の技術、農水産品、伝統文化等）を活用して、価格競争力ではなく消費者に高く評価されるための差

別化を図った新事業展開を促進することが重要。 

また、我が国には加工・部品等の分野で世界的な競争力を持つ中小・中堅企業が多数存在している。これら中小企業には、自動車、電機、

電子産業を支える高度部品・材料産業が多く含まれ、世界をリードする新産業を産み出す基盤となっており、我が国を牽引していく重要産業分

野が、今後とも競争力を発揮していくためには、鋳造や鍛造、プレス加工などのモノ作りの基盤となる技術を担う中小企業の競争力の維持や強

化が不可欠である。したがって、技術ごとの技術開発指針の作成、川上と川下企業間での情報共有の促進、さらには研究開発への支援などを

行い、これらモノ作り中小企業の活性化を図っていく。 

こうした方向性の下で、既存事業も含めて施策を効果的に展開し、更なる中小企業の経営革新・創業の促進、中小企業の活性化・健全な発

展を図る。 

 

 

 

具体的改善策 

＜施策目標・指標＞ 

 

《施策目標（平成２０年度）》 

 

●地域資源を活用した新事業の創出件数：４００件（累計） 

●中小ものづくり高度化法における認定件数：６００件（累計） 

 

《具体的事業内容》 

 

●中小企業地域資源活用プログラム（仮称） 

地域中小企業による地域資源（産地の技術、地域の農水産品、伝統文化等）を活用した新商品、新サービスの開発、販売を促進する「中

小企業地域資源活用プログラム（仮称）」の創設を検討。（予算事業に加え、税制、財政投融資による支援策を検討。） 

●ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業 

ブランド確立前段階への支援策及び複数年支援を導入。平成 19 年度においては、新たに複数年支援の「3 年目」案件を支援対象に加え

ることを検討。 
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●戦略的基盤技術高度化支援事業 

   平成１８年度から、１７の技術分野の「中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」に基づく研究開発計画を対象に事業を

実施。平成１９年度は、指針策定時のパブリック・コメント等でも指摘された２技術分野を追加指定し、支援対象の拡充を図ることを検討。 

●中小企業モノ作り人材育成事業 

高専等の有する設備を活用し、高専の教授やベテラン技術者等の協力の下、地域の中小企業のニーズに応じた講義と実習を実施するこ

とにより、中小企業の若手技術者育成を行うための支援を平成１８年度から実施。 

加えて、各地域の産業界と工業高校、行政等が連携して、学校への企業技術者の講師派遣、教員の現場実習等を行うことにより、工業高

校の実践的な教育プログラムの充実を図るための支援を検討。 

 

●平成１９年度で廃止する事業 

・企業等 OB 人材活用推進事業 

・中小企業戦略的 IT 化促進事業 

 

 

次回評価時期 事後評価：平成２１年度 
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３．施策の概要 

 

施策の必要性 

※施策の背景、 

行政関与の必要性

 

少子・高齢化と人口減少、国際競争の激化など、我が国経済を取り巻く環境は大きく変化している。また、日本経済全体では景気が回復して

いるにもかかわらず、地域間では景況格差が見られる。 

こうした我が国経済を取り巻く環境の変化の中で、引き続き経済の活力を維持するためには、我が国の企業数の 99.7％、雇用の約 70％を占

める中小企業の事業活動の活性化・発展が不可欠である。そのためには、異なる分野の事業者が連携し、設備、技術、ノウハウなどの経営資源

を有効に組み合わせて新事業活動を行うことにより、新たな事業分野を開拓していくことが必要である。また、消費者ニーズの多様化、価格競

争の激化、情報化、国際化の進展の中、中小企業自らが、積極的に、消費者ニーズに合った新商品の開発又は生産、新サービスの開発又は

提供などによる経営力の向上（経営革新）を図ることが重要である。 

こうした中、中小企業が担っている基盤技術は、我が国の産業活動を支えるものであり、他の技術や他の産業への波及効果が大きいものの、

近年の技術の高度化・専門化に伴い技術開発に係るコストが増大している。特に、新事業を展開する上で鍵となる技術開発は、中小企業にとっ

ては過重な費用等の負担がかかる場合もある。さらに、技術情報についての川上・川下間の「情報の非対称性」や地域に存在する経営資源に

ついての地域間の「情報の非対称性」が存在し、これが潜在的な新しい取組を妨げている可能性が大きい。 

したがって、国が、経営革新や創業につながる情報や成果を全国的に蓄積し、その普及を通じてこれらの取組を一層広め、中小企業の事業

活動を活性化させることが必要である。さらに、小規模企業については、情報収集、資金調達、人材の確保等、一般の企業と比較して大きなハ

ンディキャップを有しており、今後の成長が見込まれる企業であっても、競争の機会を得られないまま淘汰される可能性があり、これに関しても

国として適切に支援することが必要である。 
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等
その他の支援中小ものづくり高度化法新事業創出促進法

創業 新連携 経営革新計画
ものづくり
基盤技術

中小小売商業振興

事業活動支援 新事業分野開拓支援
研究開発支援
成果活用支援

新たな事業の創出

経営力の向上
（経営革新）

創業促進

新事業展開

人材育成支援

JAPANブランド

等
その他の支援中小ものづくり高度化法新事業創出促進法

創業 新連携 経営革新計画
ものづくり
基盤技術

中小小売商業振興

事業活動支援 新事業分野開拓支援
研究開発支援
成果活用支援

新たな事業の創出

経営力の向上
（経営革新）

創業促進

新事業展開

人材育成支援

JAPANブランド

 

施策の全体像 
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関連する閣議決定

や施政方針演説等

における位置付け 

 

○ 経済成長戦略大綱（平成１８年７月６日、財政・経済一体改革会議決定）  

・地域資源を活用した地域産業の発展 

・地域の技術開発と産学官連携等 

・地域資源活用企業化プログラムの創設 

・モノ作り中小企業の競争力強化 

○ 経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６（平成１８年７月７日、閣議決定） 

○ 産業構造審議会 産業技術分科会基本問題小委員会報告書「技術革新を目指す科学技術政策」（平成１７年２月、取りまとめ） 

・ 我が国の官民合わせた研究開発投資総額のうち民間企業の占める割合は約７割となっており、技術革新の実現のためには、民間企業にお

ける研究開発を活発化させることが重要。 

 産業技術の高度化、開発から製品化までのリードタイムの短縮化やアジア諸国等の技術的な追い上げによる国際競争力の熾烈化等の環境

変化の環境変化の中で、民間企業が中長期を見据えた技術経営を的確に行い、競争力の源泉としての研究開発に継続して投資することがま

すます重要となってきている。 

・ 政府研究開発投資を効率的かつ効果的に技術革新につなげていくためには、我が国民間企業や産業構造の固有の強みを生かし、他国と

は差別化された強固な発展基盤の構築に資するような分野に戦略的に重点投資することが重要である。 

 結果として、将来に対する不透明性・不確実性が事業戦略上のハイリスク要因となり、新産業創造を支える高度部材に対する取組が抑制的に

なる場合がある。 

・ 資金的に余裕のない中小企業では、アイデアはあるものの、それを実現するために投資する資金が不足している場合が多く、確実な成果が

見込める場合はともかく、不確定要素が多い場合は、研究開発に躊躇せざるを得ない。 

 また、技術が高度化した現在では、広範囲な研究テーマを一中小企業で全て実行するだけの力がなく、基盤技術を担う川上中小企業とその

ユーザー企業、大学等がそれぞれの得意分野に集中することでその達成度を高め、それを総合する研究開発全体の技術力の優位性を高める

ことができる。 

 

 

施策に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

 

○中小企業政策審議会経営支援部会（平成１６年１０月）での委員発言 

・新連携支援 

それぞれ強みをもった企業ではあるが、連携して技術を高めていく段階で支援が必要。また、認定後のフォローアップが大切。単年度ごと

ではなく、長期支援をすべき。 

 ・経営革新 

「経営革新支援法」では、支援機関や金融機関で計画策定の支援をすることを含め、様々な支援ツールを申込みすることで、認定実績は

上がっている。認定後の支援を充実させてほしい。 

 

○地域資源型研究開発関係 
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平成１８年５月～６月に、中小企業にヒアリングした結果、地域資源を活用した技術開発支援制度を求める要望が強く出された。また、自治

体関係者からも、「地域資源を活用した新事業創出が図られるよう、技術開発に関して、大学、公設試験研究機関や高等専門学校等を通

じ、地元企業に共同研究等を働きかけているが、地域の大半を占める中小企業には資金的余裕がないため、困難な状況にある。このような

取組に対して、国が資金面での支援を講じるべき」との意見が表明された。 

 

○中小企業政策審議会経営支援部会（平成１７年９月）での委員発言 

・技術開発 

サポーティングインダストリーといわれる中小企業は、実は、相当の実力を持っており、それらのサポートがないと大手企業の技術開発が遅

れる状態。その技術課題を絞り込み、何が足りないのか、何が必要なのかを見極めていくことが必要。  

 

○中小企業政策審議会経営支援部会（平成１７年１１月）での委員発言 

・技術開発 

①中小企業は、研究開発に時間、人を費やすのが難しい。川下ユーザーのニーズやウォンツが分からない中小企業もいることから、当社

では、開発購買といった形で共同開発を行いながら、スペック、価格、品質を作り上げていく、という取組を行っている。今回の政策として

は、１）重要基盤技術を洗い出し、各分野で技術開発テーマを抽出し、３～５年と時間軸を長めにとって支援、２）成果に結びつく可能性

が高い研究や技術開発を支援、３）技術のマッチングを行う取組を支援、といった取組を行ってほしい。  

②川上、川下の取組を実りあるものにするには、お互い手の内を明かさなければうまくいかないが、技術を盗まれるといったことがあり躊躇

するところもある。そこで、制度的な担保があればお互い手の内をさらすようになるので、うまくいく鍵であると思う。 

 

 
 



 12 

 
施策目標を実現するための主な具体的措置 

【予算措置】 

補助金・委託費・調査

費等名 
会計名 

再掲 

（施策名） 

新規 

継続等 

（19 年度

要求時）

補助・ 

委託等

開始 

年度 

終了 

年度 

17 年度

執行額

（億円）

累積執行額 

(開始～17 年度) 

（億円） 

18 年度

予算額

（億円）

事業概要 

(1)新連携対策補助金 一般会計 － 継続 補助 
平成 17

年度 

平成 21

年度 
14.19 14.19 32.4

中小企業が異なる分野の事業者と連携し、その経

営資源を有効に組み合わせて新事業活動（新連

携）を行うことにより新市場の創出を目指す取組に

ついて試作品開発等の費用の一部を補助する。 

(2)地域中小企業支援

機関機能強化推進事

業費 

一般会計 － 継続 委託 
平成 17

年度 

平成 21

年度 
6.6 6.6 18.0

地域の中小企業支援機関の指導員等の中で、高

い能力と経験を有する者を「シニアアドバイザー」と

して位置付け、その者が属する機関をシニアアドバ

イザーセンターとして、全国１８０か所に設置し、創

業や経営革新を目指す中小企業者等に対し、ビジ

ネスプランの策定や市場調査等への支援を行う。 

(3)企業等ＯＢ人材活用

推進事業委託費 
一般会計 － 継続 委託 

平成 15

年度 

平成 19

年度 
5.1 11.6 5.2

商品開発、マーケティング、研究開発、新事業開拓

など、経営戦略の見直しや新事業の展開を図るた

めの人材を必要としている中小企業やベンチャー

企業と、退職後も自らの知識・経験などのノウハウを

活かしたいという企業等ＯＢとのマッチングを支援す

る。 

(4)経営革新等対策調

査委託費 
一般会計 － 継続 委託 

平成 17

年度 

平成 21

年度 
0.1 0.1 0.1

中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新企

業の実態を把握するとともに、幅広く経営革新に取

り組む中小企業について実態を調査することによ

り、今後の制度運用及び支援の在り方に反映させ

る。 

(5) 中小企業再生支援

協議会事業 
一般会計 － 継続 委託 

平成 15

年度 

平成 19

年度 
26.3 60.4 30.5

各都道府県の商工会議所等に措置されている中小

企業再生支援協議会において、企業再生に関する

知識と経験を持つ常駐専門家が、中小企業再生に

ついての相談を受け、課題解決に向けた適切なア

ドバイスを実施。また、相談案件のうち、再生のため

には財務や事業の抜本的な見直しが必要な企業に

ついて、常駐専門家が中心となり中小企業診断士、

公認会計士、弁護士等の外部専門家と支援チーム

を編成し、再生計画策定と金融機関との調整を支

援。 
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(6)若者と中小企業との

ネットワーク構築事業 
一般会計 - 継続 委託 

平成 18

年度 

平成 20

年度 
－ － 19.0

地域中小企業の特性や実情に通じたコーディネー

タが中心となって、経済団体やジョブカフェ、教育機

関、地方自治体等と連携し、地域の中小企業の魅

力を若者や学校に発信し、橋渡しを行うことにより、

地域レベルでの中小企業の人材確保を支援等を行

う。 

(7)少子化対応経営普

及事業 
一般会計 - 継続 委託 

平成 18

年度 

平成 22

年度 
－ － 0.9

少子化対応経営を実施している中小企業の事例を

調査し、少子化対応経営に伴うコストやベネフィッ

ト、関連諸制度の分析等を行う。 

(8)中小企業知的財産

啓発普及事業 
一般会計 － 継続 委託 

平成 18

年度 

平成 22

年度 
－ － 1.0

地域経済の担い手である技術力を有する中小企業

者の知的財産の創造から保護、活用に亘る幅広い

課題を速やかに解決するため、中小企業にとって

身近な相談窓口である商工会・商工会議所におい

て、中小企業向けセミナーや適切な公的機関への

取次を行う。 

(9)全国商工会連合会

補助金 
一般会計 － 継続 補助 

平成 14

年度 
未設定 10.3 34.5 29.4

全国商工会連合会が都道府県商工会連合会若しく

は商工会に対して行う指導事業等で、各地の商工

会の経営指導員等が行う経営改善のための相談・

指導や創業、事業展開の支援等に対する指導等を

実施する。 

(10)日本商工会議所補

助金 
一般会計 － 継続 補助 

平成 14

年度 
未設定 7.0 20.1 17.6

日本商工会議所が商工会議所に対して行う指導事

業等で、各地の商工会議所の経営指導員等が行う

経営改善のための相談・指導や創業、事業展開の

支援等に対する、指導等を実施する。 

(11)小企業等経営改善

資金融資事業補給金 
一般会計 － 継続 補給金

昭和 48

年度 

平成 23

年度 
38.0 558.6 37.0

指導と金融の一体化を図ることにより経営改善普及

事業の一層の実効性を確保することが重要であり、

小企業等経営改善資金融資制度の円滑な運営を

図るため融資損失を補填する。 

(12)ＪＡＰＡＮブランド育

成支援事業 
一般会計 － 継続 委託 

平成 18

年度 

平成 22

年度 
－ － 10.1

商工会・商工会議所が地域と一丸となって地域の

強み（資源・技術等）を活かした製品等の価値を高

め、世界に通用する高いブランド力の確立を目指す

取組に対し総合的に支援を行う。 

(13)中小企業戦略的ＩＴ

化促進事業 
一般会計 - 

 

継続 補助 
平成 12

年度 

平成 19

年度 
6.3 43.4 7.0

地域におけるモデルとするため、ＩＴを活用して経営

革新を図ろうとする中小企業者等に対し、システム

開発・導入に係る経費の一部を補助するとともに、

その成果の普及活動を実施する。 

特に、大企業に比べ、中小企業において対応が遅

れているとの指摘がある、部品や部材の受発注の

手続等を電子化して行う EDI システム等の導入を促
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進することにより、企業間取引における IT 化、電子

商取引化を進め、中小企業の高度なＩＴ化の推進を

図る。 

(14)中小企業・ベンチャ

ー挑戦支援事業（１次）
一般会計 - 継続 補助 

平成 16

年度 

平成 20

年度 
22.74 41.40 24.16

中小・ベンチャー企業に埋もれている事業化可能

性の高い技術シーズを発掘し、創業や新たな事業

展開を促進するための技術開発から事業化に向け

た支援を行う。 

(15)中小企業知的財産

権保護対策事業 
一般会計 － 継続 補助 

平成 17

年度 

平成 22

年度 
0.11 0.11 0.61

外国における我が国中小企業の知的財産権保護

を図る観点から、日本貿易振興機構の有する海外

ネットワークを活用して、中小企業の個別要望に基

づいた知的財産権の侵害状況調査等を行う。 

(16)中小企業技術開発

支援調査事業 
一般会計 - 廃止 補助 

平成 16

年度 

平成 18

年度 
0.15 0.30 0.15

国内外の技術動向や市場ニーズ等の把握、研究開

発に対する支援制度やその成果普及の適正化等

に係る課題を抽出し、今後の中小企業の技術開発

支援の在り方に資する調査を実施する。 

(17) 川上・川下ネットワ

ーク構築支援事業 
一般会計 - 継続 委託 

平成 18

年度 

平成 23

年度 
- - 2.0

基盤技術を担う川上中小企業と、燃料電池や情報

家電等の川下産業間の緊密なコミュニケーションを

通じた「川上中小企業が行う技術開発の不確実性

の低減」「情報の非対称性の解消」を図るため、川

上・川下間の連携・すり合わせをコーディネートする

人材の配置や、両者の情報交換の場の創設、マッ

チング機会の創出など、川上・川下間のネットワーク

構築に向けた取組を支援する。 

(18) 戦略的基盤技術

高度化支援事業 
一般会計 － 継続 委託 

平成 18

年度 

平成 23

年度 
-

-
31.53

我が国重要産業の競争力を支える基盤技術の高度

化等に向けて、革新的かつハイリスクな研究開発

や、生産プロセスイノベーション等を実現する研究

開発に取り組む中小企業を支援する。 

(19)中小企業基盤技術

継承支援事業 
一般会計 － 継続 補助 

平成 18

年度 

平成 20

年度 
－ - 4.88

モノ作り中小企業の「強み」となる技術、技能、ノウ

ハウ等の暗黙知等を自社内で継承・共有化を可能

とし蓄積するためのツールをＩＴ技術を応用して開発

する。また、蓄積された情報を活用し設計・加工等

の効率化・省力化を実現するソフトウエアを開発す

る。 

(20)中小企業への計量

標準供給基盤強化事

業 

一般会計 － 継続 補助 
平成 18

年度 

平成 20

年度 
－ － 5.50

中小企業の製品・技術の信頼性の確保・強化に向

け、地域の民間団体、試験検査機関等がＪＣＳＳ等

の校正事業者となり、中小企業にトレーサビリティ制

度の活用を促進させるため、校正施設整備、精度

管理支援システム等、中小企業向け校正事業立ち

上げのための人的・財政的支援を実施する。 
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(21)中小企業連携組織

対策推進事業費 
一般会計 － 継続 補助 

平成 12

年度 

平成 19

年度 
5.9 33.9 9.8

・組合等の育成及び指導の促進を目的とした中央

会指導員等の能力開発 

・中小企業連携組織に対する各種助成、調査研

究、情報化の推進等 

(22)中小商業ビジネス

モデル連携支援事業 
一般会計 － 廃止 補助 

平成 17

年度 

平成 18

年度 
0.8 0.8 1.9

日本商工会議所及び全国商工会連合会を通じて、

中小卸売業者、中小小売商業者及び中小サービス

業者が、多様化した消費者ニーズや社会的要請に

対応した新たなビジネスモデルを開発するための調

査研究事業に必要な経費の一部を補助するととも

に、新たに開発されたビジネスモデルを普及させ

る。 

(23)全国商店街振興組

合連合会補助金 
一般会計 － 継続 補助 

平成 17

年度 

平成 21

年度 
0.15 0.15 0.5

商店街を取り巻く環境変化に対応してその活性化

を図っていくため、全国商店街振興組合連合会が

実施する各種研究会及び都道府県商店街振興組

合連合会に対する研修事業等に対して補助するも

の。 

(24)少子高齢化等対応

中小商業活性化施設

整備事業 

一般会計 － 継続 補助 
平成 18

年度 

平成 22

年度 
－ － 15.11

中心市街地以外の地域において、商店街振興組

合等が行う、少子化、高齢化、安全・安心等の国家

政策的課題に対応する商業活性化の取組のうち、

特に、公共性の高い施設整備事業に対して支援を

行う。（公債対象） 

(25)少子高齢化等対応

中小商業活性化支援

事業 

一般会計 － 拡充 補助 
平成 18

年度 

平成 22

年度 
－ － 13.79

中心市街地以外の地域において、商店街振興組

合等が行う、少子化、高齢化、安全・安心等の

国家政策的課題に対応する商業活性化の取組へ

の支援を行う。（非公債対象） 
【政策金融・産投出資】 

政策金融名 金融機関 
再掲 

（施策名） 

新規 

継続等 

（19 年度

要求時）

創設 

年度 

融資 

割合 

（％） 

貸付対象 

融資 

限度額

（億円）

貸付 

利率 

貸付 

期間 

貸付実績

（件） 

（億円） 

19 年度 

貸付見込額

（億円） 

概要 

(1) 新事業活動促進資

金（経営革新計画、経

営向上関連、新連携関

連） 

中小公庫 

国民公庫 

商工中金 

－ 継続 
平成 11

年度 
100% 

経営革新計画承認

企業 

7.2

(中公)

（商工

中金)

特利③
１５年以

内

17,174 件

9,441 億円
1,809

中小企業金融公庫等

が中小企業新事業活

動促進法に基づく経

営 革 新 計 画 承 認 企

業、認定異分野連携
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新連携計画認定企

業 

0.72

(国金)

83 件

19 億円
33

新事業分野開拓（新

連携）計画の連携参

加者に対し、計画に

基づく設備資金及び

運転資金の低利融資

を行う。 

(2)小企業等経営改善

資金融資制度 
国民公庫 － 継続 

昭和 48

年度 
100% 小企業者等 0.1

経営改

善利率

設 備 資

金 ７ 年

以内 

運転資

金５年

以内

平成 13 年

度～17 年

度実績

348,610 件

12,156 億

円

4,000

中小企業のうち特に

小規模企業者は、経

営安定が不安定であ

ること、担保・信用力

が乏しいこと等の理由

から事業の生命線とも

いうべき資金確保の

面で極めて困難な立

場に置かれている。 

本制度は、こうした状

況にかんがみ、商工

会・商工会議所等の

経営指導を受けた者

について無担保・無

保証人で国民生活金

融公庫が融資を行う。 

(3)設備貸与機関貸付 中小公庫 － 継続 
昭和 41

年度 
５０％

各都道府県の設備

貸与機関 

貸与事

業総額

の２分

の１以

内

基準金

利

８年以

内

153 件

306 億円

（過去５年）

101

小規模企業者等を対

象として設備貸与事

業を行っている都道

府県の貸与機関に対

し、中小企業金融公

庫等が、貸与事業に

必要な資金の一部を

貸し付ける 

中小企業

金融公庫 
7.2 億円

3,356 件

1,488 億円

3,312 件

1,457 億円

国民生活

金融公庫 

0.72 億

円

7,944 件

541 億円

9,042 件

633 億円(4)ＩＴ活用促進資金 

商工金庫 

－ 継続 
平成 12

年度 
－ 中小企業者等 

7.2 億円

特別利

率１又

は３ 

事業毎

369 件

183 億円

188 件

93 億円

中小企業における情

報技術（ＩＴ）の普及変

化に関連した事業環

境の変化に対応する

ための情報技術（ＩＴ）

の活用の促進やデジ

タルコンテンツ事業の

円滑な実施を図ること

を目的に、情報化投



 17 

       資を行う中小企業者

に対して特別利率で

貸付けを実施。 

(5) 新事業活動促進資

金（ＳＢＩＲ関連・旧創造

法関連） 

中小企業

金融公庫 
－ 継続 

平成 11

年度 
－ 中小企業者等 7.2 

特別利

率１
事業毎 実績なし 147

特定補助金等及び旧

創造法の認定を受け

た中小企業者等に対

して、研究開発成果

を利用して行う事業に

必要な設備投資や長

期運転資金の融資を

行う。 

(6)新創業融資制度 
国民生活

金融公庫 
－ 継続 

平成 13

年度 
50％

新たに創業する方 

創業後２年以内の

方 

750 万

円
３．５％

運転資

金５年

以内

設備資

金７年

以内

27,825 件

約 893 億

円

（平成 18

年 9 月末

現在）

370

新たに創業を行う方

や、開業後税務申告

を２期終えていない方

に対し、ビジネスプラ

ンの審査の下、無担

保・無保証人で融資

する制度。 

中小企業

金融公庫 
－ 拡充 

平成7年

度 
－ 卸・小売業者等 7.2

基準利

率 

特別利

率 

①、③ 

20 年 

以内 

3,659 件

2,052 億円

（過去５年）

320

(7)企業活力強化資金 

国民生活

金融公庫 
－ 拡充 

平成7年

度 
－ 卸・小売業者等 0.72

基準利

率 

特別利

率 

①、③ 

20 年 

以内 

34,137 件

3,824 億円

（過去５年）
959

財政基盤が脆弱かつ

経営資源が乏しい中

小小売商業者等に対

して資金供給を円滑

にし、中小企業等全

体の振興を図る。 

【税制】 

税制名 税目 
再掲 

（施策名） 

新規 

継続等 

（19 年度

要求時）

創設 

年度 

適用 

期限 
主な対象 

過去の実績及び今後の見込み 

（減税実績額・見込額、減税効果等）
概要 

(1)中小企業等基盤強

化 税 制 （ 経 営 革 新 計

画） 

所得税 

法人税 
－ 継続 

平成 11

年度 

平成 20

年度 

経営革新計画承認

企業 

平成１２～１６年度実績

１２１件  ６９６百万円

１９年度減税見込額 ５０５百万円 

中小企業新事業活動促進法に規定する経

営革新計画の承認を受けた中小企業が取得

した機械・装置について、取得価格の７％の

税額控除（リースの場合は費用の総額の６

０％相当額の７％）又は初年度３０％の特別

償却を適用。 
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(2)中小企業等基盤強

化税制（新連携計画） 

所得税 

法人税 
－ 継続 

平成 17

年度 

平成 20

年度 

新連携計画の認定

を受けたもの 
平成１９年度減税見込額 ８６百万円

中小企業新事業活動促進法に規定する異

分野連携新事業分野開拓（新連携）計画の

認定を受けた中小企業が取得した機械・装

置について、取得価格の７％の税額控除（リ

ースの場合は費用の総額の６０％相当額の

７％）又は初年度３０％の特別償却を適用。 

(3)中小企業等基盤強

化税制（中小企業新事

業活動促進法関係） 

所得税 

法人税 
－ 廃止 

平成 17

年度 

平成 18

年度 
新規中小企業者等

【減税実績】 

平成１７年度 １．４億円 

中小企業新事業活動促進法に規定する新

規中小企業者が、事業に要する機械・装置

を導入した場合、①取得の場合には、取得

総額の３０％の特別償却又は７％の税額控

除を②リースの場合には、リース総額の６０％

について７％の税額控除を行う特例制度 

(4)中小企業技術基盤

強化税制 

法人税 

所得税 
－ 継続 

昭和 60

年度 
なし 

研究開発を行う個

人事業者又は資本

金１億円以下の中

小法人等 

減税見込額 １５，８００百万円

自ら試験研究を行うと、確定申告時に納付す

る法人税額や所得税額から試験研究費の

12％分が控除される制度。ただし、支払う法

人税額又は所得税額の20％以内が限度。 

(5)保険会社等の異常

危険準備金 

地方税 

法人税 
－ 継続 

平成5年

度 

平成 21

年度 

火災共済協同組合

火災共済協同組合

連合会 

【減税実績】 

平成１７年度 ０．５６億円 

平成１６年度 ０．３４億円 

平成１５年度 ０．６８億円 

【減税見込】 ０．８億円 

中小企業等協同組合法施行規則第５条の７

において、毎事業年度の正味収入共済掛金

の額に達するまで、当該事業年度の正味収

入共済掛金の一部を異常危険準備金として

積み立てるものと規定されており、この異常

危険準備金の積み立てに際し、当該事業年

度における正味収入共済掛金の５／１００以

下の金額を異常危険準備金として積み立て

た場合に、当該積立額について、損金への

算入を認める措置。 

(6)漁業協同組合等の

留保所得の特別控除

制度 

法人税  継続 
昭和 39

年度 

平成 20

年度 
中小企業組合 

【減税実績】 

平成１７年度 ９億円 

平成１６年度 １２億円 

平成１５年度 ９億円 

【減税見込】 １７．５億円 

組合の累積利益積立金額が組合の出資総

額の４分の１に達するまでは、各事業年度に

おける留保所得について一定率の損金算入

を認めるという制度 

(7) 中小企業等の貸倒

引当金の特例 
法人税 － 継続 

昭和 41

年度 

平成 20

年度 
中小企業組合 

【減税実績】 

平成１７年度 ２５億円 

平成１６年度 ６億円 

平成１５年度 ２５億円 

【減税見込】 ５．７億円 

事業協同組合等の貸倒引当金について、通

常の引当金の繰入限度額（法定繰入率）の１

６％割増で損金算入を認めるという制度 

(8)中小企業等基盤強

化税制（卸・小売及び

所得税 

法人税   
－ 継続 

昭和 62

年度 

平成 20

年度 

中小卸、小売及び

サービス業に係る

平成 12～17 年度累計：221 億円 

平成 19 年度見込額：12 億円 

中小卸、小売及び特定のサービス業者が、

機械・装置又は器具・備品を取得・リースした
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サービス業） 機械・装置等の設

備投資 

場合に、取得価額の７％の税額控除又は３

０％の特別償却等を認める制度 

【法令・ガイドライン等】 

関連する法令・ガイドライン等名 法令・ガイドライン等の概要 

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律 
我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図るため、中小企業が担うものづくり基盤技術の高度化に

向けた研究開発及びその成果の利用を支援する。 

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」の改正若しくは新た

な法律 

地域資源を活用した新商品・新サービスの開発・販売の取組のうち、地域経済への波及効果が大きいものについて、法

律で事業計画を承認し、債務保証枠の拡大（中小企業信用保険法の特例）等の支援措置を講じる。 

中小企業等協同組合法 
事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合及び中小企業団

体中央会の事業、設立、管理等について規定。 

中小企業団体の組織に関する法律 協業組合、商工組合、商工組合連合会の事業、設立、管理等について規定。 

【実施体制】（平成１８年１０月時点） 

施策に関連する主な課室 関連する業務概要 当該業務の実施体制 

経営支援部経営支援課 

 

診断・助言、研修、中小企業基盤整備機構（中小企業大学校）、地場・産業集

積対策、経営革新支援、中小企業支援センター 等 

経営支援課長 ３３人 

 

経営支援部創業連携推進課 

 

創業・ベンチャー支援、組織・連携化、中小企業団体中央会 等 

 

課長、企画官 １２人 

 

経営支援部技術課 

 

技術力の向上、中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ） 

 

課長、企画官 １３人 

 

経営支援部商業課 

 

中小小売商業振興 

 

課長、企画官 １５人 
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個別事業評価書（予算措置（補助金）） 

 

事業名 【予算措置】 新連携対策補助金（補助） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 経営支援課 所管課室長名  経営支援課長 滝本 徹 

  

概要・目標 

《事業概要》 （補助率：２／３） 

中小企業が異なる分野の事業者と連携し、その経営資源を有効に組み合わせて新事業活動（新連携）を行うことにより新市場の創出を目指す

取組について、試作品開発等の費用の一部を補助する。 

 

《目標》 

・平成２０年度までに、中小企業事業活動促進法に基づく異分野連携新事業分野開拓計画（新連携計画）の国の認定件数５２０件（累計） 

・新連携の各認定案件の事業終了時点での事業化・市場化の達成度８０％ 

 

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

 

《新連携対策補助金交付実績の推移》 

 平成１７年度
合計 

（平成１７年度） 

交付実績額（億円） 14.19 14.19

交付実績件数（件） ２１１ ２１１

 

《指標の推移》 

 平成１７年度 当初目標値（平成２０年度）

①新連携における国の認定件数 １６３件 ５２０件（累計）

②新連携の各認定 案件の事業終了 時点での事業化・ 市場化の達成度 － ８０％

②は、事業計画が３年ないし５年であり、定量的な目標の達成状況は示せないため、平成１７年度の達成状況は－で表示。ただし、平成１７年度

の認定案件１６３件のうち、２３件については既に事業化に至っている。 
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予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成１７年度 

終了年度：平成２１年度 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１７年度
合計 

（平成１７年度） 

予算額（億円） 41.00 41.00

執行額（億円） 14.19 14.19

 

 

事業の 

スキーム図 

 

 

 

 

必要性 

我が国経済の国際競争力を強化し、更なる発展を遂げるためには、我が国経済を支えている中小企業が新たな展望を切り開くことが極めて重

要である。異分野の中小企業が連携し、その優れた経営資源を有効に組み合わせ、新規性の高い新商品等を開発し、事業化していく取組であ

る新連携は、新市場の創出をもたらすことから、高い政策的意義を有するものである。一方、中小企業においては、新規性の高い新商品の開発

等に必要な設備資金や運転資金の調達が困難であるため、国がこうした取組を積極的に支援する必要がある。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

（ユーザーからの意見）（平成１８年度 事業者ヒアリング） 

・補助事業により市場ニーズを踏まえた試作機を製作することができ、事業化に向け新連携事業が進展した。 

・補助事業で展示会に出展したところ、来場者にＰＲすることができ、また予想を上回る引き合いがあった。 

今後の方向性 

【継続】 

平成２１年度まで継続 

 

 

 

 

 

 

国（経済産業局） 連携体代表者（中小企業者） 
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個別事業評価書（予算措置（委託）） 

 

事業名 【予算措置】 地域中小企業支援機関機能強化推進事業費（委託） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 経営支援課 所管課室長名  経営支援課長 滝本 徹 

  

概要・目標 

《事業概要》 

地域の中小企業支援機関の指導員等の中で、高い能力と経験を有する者を「シニアアドバイザー」として位置づけ、その者が属する機関にシニ

アアドバイザーセンターを設置し、創業や経営革新を目指す中小企業者等に対し、ビジネスプランの策定や市場調査等への支援を行う。 

 

《目標》 

地域経済の重要な担い手である中小企業の活性化を促進するため、「中小企業新事業活動促進法」の創業及び経営革新計画の承認企

業を多数輩出する。 

 

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

 

《指標の推移》 

 平成１７年度 
当初目標値 

（平成２１年度） 

創業の支援件数 ９６２件 ５，０００件

経営革新計画の承認支援 ６８０件 ４，０００件

 

《その他の効果・実績》 

平成１７年度は、全国に１１８か所のシニアアドバイザーセンターを設置し、創業・経営革新に係る１５，８６２件の相談と４，３５４件の専門家派遣、

及び３８５回のセミナー等を開催し１０，３３２名が参加。この結果、９６２件の創業と６８０件の経営革新計画の承認に至った。 
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予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成１７年度 

終了年度：平成２１年度 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１７年度
合計 

（平成１７年度累積） 

予算額（億円） １２.０ １２.０

執行額（億円） ６.６ ６.６

 

 

事業の 

スキーム図 

 

 

 

 

必要性 

中小企業の創業や経営革新は我が国経済活性化の原動力であるが、中小企業が独力で行うことはノウハウ不足等の要因から困難なことが多

い。したがって、地域の中小企業支援機関にシニアアドバイザーセンターを設置し、創業や経営革新に必要なノウハウを得やすい環境を作ること

が求められている。また、中小企業の創業や経営革新の取組を全国に拡大するため、国として適切な支援を行う必要がある。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

＜ユーザの意見＞ 

○創業の基礎からアドバイスを受けることが出来たことは、大きな支えとなった。今後も事業を拡張する際等で支援を受けたい。（創業支援を受け

た者） 

○経営革新計画の承認に係る必要書類の作成等において、専門家のアドバイスを受けたことにより、短期間で承認を取得することができた。（経

営革新計画の承認申請の支援を受けた者） 

○中小企業者が経営革新計画を県に提出する際に、シニアアドバイザー事業の中で事前に計画書をチェックしてもらえることは、県としては大変

有り難い。沖縄県は承認件数が他県に比べ少ないことから、今後は一層連携を図りながら承認件数の増加に努めたい。（県の経営革新の担当

者） 

○中小企業支援として、シニアアドバイザー事業で経営革新計画の承認支援を行い、次に販路開拓コーディネート事業でマーケティング開拓の

支援という、支援事業間の連携が出来ており、中小企業支援機関や中小企業者からは有用なツールとの評価を得ている。 

○シニアアドバイザーセンターが開催した「経営革新セミナー」の参加者の感想 

・顧客に対する考え方が非常によく分かった。 

国 経済産業局 商工会、商工会議所等 中小企業者 
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・会社を経営するに当たり、良くなる悪くなるポイントが分かりやすく聞くことが出来た。 

・豊富な事例などから今後のビジネスの参考となった。  

・新事業への取組に当たっての自信がついた。 等 

 

今後の方向性 

【継続】 

平成２１年度まで継続。 

目標として、平成２１年度までに、シニアアドバイザーセンターにおいて、５，０００件の創業の支援、４，０００件の経営革新計画の承認支援を

目指す。 
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個別事業評価書（予算措置（委託）） 

 

事業名 【予算措置】 企業等ＯＢ人材活用推進事業（委託） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 経営支援課 所管課室長名  経営支援課長 滝本 徹 

  

概要・目標 

《事業概要》 

 商品開発、マーケティング、研究開発、新事業開拓など、経営戦略の見直しや新事業の展開を図るための人材を必要としている中小企業や

ベンチャー企業と、退職後も自らの知識・経験などのノウハウを活かしたいという企業等ＯＢとのマッチングを支援する。 

《目標》 

 平成１７年度末までにＯＢ人材登録１０，０００人、マッチング件数３，３００件 

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

《指標の推移》 

 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成15～17年度） 
目標達成度 

当初目標値 

（平成17年度末） 

ＯＢ人材年度末 

時点登録人数 
1,151人 1,731人 1,751人 4,633人 46％ 10,000人

ﾏｯﾁﾝｸﾞ成立件数 291件 506件 1,033件 1,830件 55％ 3,300件

 

《その他の効果・実績》 

 平成 17 年度末までの OB 人材登録人数及びマッチング成立件数の目標について、達成度はそれぞれ４６％、５５％となっている。マッ

チング件数等が目標に達しなかった要因として事業認知度の不足、マッチング能力の不足等が指摘されており、こうした評価を踏まえて、

平成 19 年度においてはコーディネータ向けのマニュアルの作成や本事業をＰＲするためのシンポジウムの開催等の取り組みを行ってい

る。 

また、数字的実績とは別に、ケースによっては１社に対し１００回以上も支援を行うなど、ハンズオンでの手厚い対応ができている。また、

本事業が単独ではなく、商工会議所やＮＰＯの広範な活動と結びつき、地域コミュニティを形成し取り組まれるなど、中小企業やベンチャ

ー企業と OB人材のマッチングから派生的に効果が広がり始めている。 
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予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成１５年度 

終了年度：平成１９年度 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成１５～１７年度） 

予算額（億円） 3.8 4.4 5.1 13.3

執行額（億円） 2.8 3.7 5.1 11.6

 

 

事業の 

スキーム図 

 

 

 

 

必要性 

中小企業の人材確保支援は我が国産業の発展に必要不可欠であり、また、団塊の世代が大量に退職期を迎える、いわゆる２００７年問題に

対応し、これらＯＢ人材の再チャレンジを支援していくためにも、本事業は今後より一層重要度を増すことが予想されることから、継続して実施す

る必要がある。 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

平成１８年９月に本事業の委託先である日本商工会議所において本制度活用中小企業及び登録ＯＢ人材に対しアンケート調査を行ったとこ

ろ、その概要は以下のとおり。 

＜活用中小企業＞ 

ＯＢ人材を活用した企業の約７割が本事業を利用したことにより経営に役立つ成果があったと考えている。事業の利用経験がある企業の約８

割が今後も本事業を活用したいと回答しており、本事業に対する企業の期待感は大きい。 

＜ＯＢ人材＞ 

今後の本事業への参加意向を尋ねたところ、約８割ものＯＢ人材が今後も参加したいと回答している。 

今後の方向性 

【廃止】 

平成１９年度で終了する。 

なお、目標については、中小企業とのマッチングに重点を置き、平成１９年度末までに、マッチング件数３，５００件を目指す。 

 

 

 

国 日本商工会議所 各県の主要商工会議所及び民間企業、ＮＰＯ、任意団体等 
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個別事業評価書（予算措置（委託）） 

 

事業名 【予算措置】 経営革新等対策調査委託費（委託） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁経営支援課 所管課室長名  経営支援課長 滝本 徹 

  

概要・目標 

《事業概要》 

 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新承認企業の実態を把握するとともに、幅広く経営革新に取り組む中小企業について実態を調査

することにより、今後の制度運用及び支援の在り方に反映させる。 

 

《目標》 

 経営革新施策の目標が、経営革新計画終了後に年率３％以上の付加価値額の伸びを達成した企業の割合５０％以上を目指すこととしており、 

本事業により、経営革新承認企業の実態を調査・把握することで経営革新施策の目標達成につなげる。 

 

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

 

《指標の推移》 

 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 当初目標値 

年間３％以上の付加価値額の伸び率を達成した企業の割合 ５２％ ４９．２％ ５７．３％ ５０％以上 

 

《その他の効果・実績》 

 経営革新を成功させるためには、販路開拓が重要だとする調査結果から、平成１７年度より販路開拓コーディネート事業を実施している。 
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予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成１７年度 

終了年度：平成２１年度 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１７年度
合計 

（平成12～17年度累積） 

予算額（億円） ０．１ ０．１

執行額（億円） ０．１ ０．１

 

 

事業の 

スキーム図 

 

 

 

 

必要性 

 中小企業新事業活動促進法により、承認経営革新計画を行う中小企業者について、調査を行うことが定められている。また、各種助成措置を講

じて、その円滑な推進を助長していくためには、その実施状況及び経営革新承認企業の実態を十分に把握しておく必要がある。さらに、経営革

新については毎年度事後評価を行うこととしており、その基礎資料とするとともに、今後の制度運用や中小企業に対する支援の在り方を検討して

いくために引き続き必要である。 

 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

 

 － 

 

今後の方向性 

 

【継続】 

 平成２１年度まで継続。 

 

 

 

 

国 民間調査研究機関等 
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個別事業評価書（予算措置（委託）） 

 

事業名 【予算措置】 人材活用等推進事業委託費 中小企業再生支援協議会事業（委託） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 経営支援課 所管課室長名  経営支援課長 滝本 徹 

  

概要・目標 

《事業概要》 

 各都道府県の商工会議所等に措置されている中小企業再生支援協議会において、企業再生に関する知識と経験を持つ常駐専門家が、中小

企業再生についての相談を受け、課題解決に向けた適切なアドバイスを実施。また、相談案件のうち、再生のためには財務や事業の抜本的な見

直しが必要な企業について、常駐専門家が中心となり中小企業診断士、公認会計士、弁護士等の外部専門家と支援チームを編成し、再生計画

策定と金融機関との調整を支援。 

 

《目標》 

 過剰債務等により経営状況が悪化しており、そのままでは立ち行かなくなるおそれがあるが、キャッシュフローを生み出すことのできるコア事業を

有している中小企業について、その財務や事業の見直しなどにより再生を図ることにより、地域経済のみならず我が国経済の活性化を目指す。 

 

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

《指標の推移》 

 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 

相談企業数 ３，３９５ ２，６６６ ２，７９８

再生計画策定完了件数 １０１ ３５５ ４３８

 

《その他の効果・実績》 

 平成１８年１２月末現在、１０，７９５社の企業からの相談に応じ、１，２４８社の再生計画の策定が完了、８２，２３５名の雇用を確保、更に４３９社に

ついて再生計画の策定を支援中。相談企業の約半数の４，０４１社は、経営改善や資金繰りに関するアドバイス、適切な関係機関の紹介等により

課題が解決した。 
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予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成１５年度 

終了年度：平成１９年度 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成１５～１７年度累積）

予算額（億円） １８．５ ２６．７ ２９．７ ７４．９

執行額（億円） １３．９ ２０．２ ２６．３ ６０．４
 

事業の 

スキーム図 

 

 

                   委託                 アドバイス 

                                       再生計画策定支援 

必要性 

過剰債務等により経営状況が悪化しており、そのままでは立ち行かなくなるおそれがあるが、キャッシュフローを生み出すことのできるコア事業

を有している中小企業については、その財務や事業の見直しなどにより再生を図ることが地域経済のみならず我が国経済の活性化には不可欠。 

大手金融機関の不良債権処理集中期間は１７年３月で終了したが、大手金融機関も地域金融機関も中小企業の再生についてはこれから本格

化する状況にあり、中小企業再生支援協議会事業は今後も継続する必要がある。 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

 
中小企業はいろいろな悩みを持っているものが多く、その相談にのってもらうことで非常に気持ちが楽になり、今後の経営に関しても前向きに取

り組むことができ、喜んでいる。まだまだこのような機関があることを知らない人も多いし、もっと広く多くの人に知らしめるようにしてほしい。（利用企

業者） 

現時点で再建計画の調整中。協議会にはとてもお世話になり、感謝。特に政府系金融機関や保証協会及び RCC との調整には大変ご尽力い

ただいた。現在こうしてスキームが進ちょくしているのも協議会のお陰であり、社員一同感謝している。 

当初から大変厳しい意見をいただいたが、自己責任と受け止め、指導に対する対応に努力できたことで、最終的に有り難かったと思う。（利用

企業者） 

誠心誠意相談に乗ってもらい、的確な指導に大変満足。（利用企業者） 

 協議会は今後も必要。「再生」の場を提供できるのは協議会しかない。今後さらに強化すべき。（再生専門家） 

 地方については、各行の責任問題となりそうな比較的大きな案件から始まり、それが片づいた今後、徐々に本来の地域のための中小企業再生

が始まる。（再生専門家） 

国（経済産業局） 商工会議所等 中小企業者 
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今後の方向性 

【継続】 

平成１９年度まで継続。 

ただし、事業終期については、諸般の経済状況を踏まえ、事業の見直し又は延長の是非につき検討中。 

引き続き中小企業からの相談に対応し、適切な再生計画の策定、中小企業の再生支援を講ずる。 
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個別事業評価書（予算措置（補助金）） 

 

事業名 【予算措置】 全国商工会連合会補助金（補助） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁経営支援課 所管課室長名  小規模企業参事官 佐藤 正之 

  

概要・目標 

《事業概要》 （補助率：6/10、2/3、定額(2/3 相当)、定額） 

商工会又は都道府県商工会連合会が「小規模事業者支援促進法」第４条第１項に基づいて行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する

事業に関し、その円滑な推進を図るために全国商工会連合会が行う、財務、経理、技術の改善や金融あっせんなどの指導事業等に対する補

助。 

《目標》 

・支援事業に対する多くのニーズに対応し、より多くの企業に対し支援を行い、できるだけ多くの小規模企業が売り上げや従業員数等の拡大

を実現する。 

・新規開業の促進・地域雇用機会の創出等を図る。 

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

 

《全国商工会連合会補助金交付実績の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成１４～１７年度） 

交付実績額（億円） － － 6.3 7.0 10.5 10.2 34.0 

交付実績件数（件） － － １ １ １ １ ４ 

 

《指標の推移》 

１７年度の相談指導件数は、商工会・商工会議所及び都道府県商工会連合会において約５００万件。 
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 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

商工会・商工会議所指導件数 ５４２万件 ５４５万件 ５３１万件 ４９８万件

 

《その他の効果・実績》 

・創業塾及び経営革新塾において、事業開始以降、平成１７年度末まで延べ 6.5 万人が受講。 

・修了者の９割以上が役に立ったと回答。（追跡アンケートによる） 

・修了者の約３割が創業を実現。（追跡アンケートによる） 

 

なお、事業評価については平成１９年度（中間）、平成２１年度（事後）に以下の指標を基に、評価を行うこととしている。 

・本事業で支援する小規模製造業の出荷額等の推移（別途調査予定） 

・中小製造業の出荷額等の推移（経済産業省：工業統計表） 

・本事業で支援する小規模小売業の販売額等の推移（別途調査予定） 

・中小小売業の販売額等の推移（経済産業省：商業統計表） 

・金融、税務、経理、販売管理、労務、技術の改善、その他経営に関する指導、あっせん等の相談・指導件数及び相談・指導に対する

満足度 
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予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成１４年度 

終了年度：未定 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成１４～１７年度） 

予算額（億円） － － 7.5 8.9 13.0 14.0 20.1 

執行額（億円） － － 6.3 7.0 10.5 10.2 34.5 

 

 

事業の 

スキーム図 

 

 

 

必要性 

中小企業基本法第８条において「小規模企業への配慮」が規定されているとおり、小規模事業者は中小企業の中でも経営資源の確保が困

難であることが多いため、円滑な経営資源確保のため条件整備や経営改善に向けた小規模企業の自助努力の支援を今後も行うことが必要で

ある。 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

平成１９年度商工会関係予算要望について(H１８．１０ 全国商工会連合会) 

国の役割として中小企業政策を遂行するためには、国の重要課題である中小企業支援に対する予算措置を一層充実させるよう要望する。 

今後の方向性 

【継続】  

商工会・商工会議所等と連携し、社会経済環境の変化に対応するための経営力強化支援、全国市場に向けた事業展開に対する支援、創業・

新事業展開を志す者がノウハウや実践的能力を習得できるよう、専門家による支援など、小規模事業者のニーズに対応し多くの小規模事業者が

経営の改善・雇用の拡大を実現出来るよう支援事業を継続していく。 

 

 

国 全国商工会連合会 都道府県商工会連合会・各商工会 



 35 

個別事業評価書（予算措置（補助金）） 

 

事業名 【予算措置】 日本商工会議所補助金（補助） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁経営支援課 所管課室長名  小規模企業参事官 佐藤 正之 

  

概要・目標 

《事業概要》 （補助率：6/10、2/3、定額(2/3 相当)、定額） 

日本商工会議所は、商工会議所が「小規模事業者支援促進法」第４条第１項に基づいて行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事

業に関し、その円滑な推進を図るために日本商工会議所が行う、財務、経理、技術の改善や金融あっせんなどの指導事業等に対する補助。 

《目標》 

・支援事業に対する多くのニーズに対応し、より多くの企業に対し支援を行い、できるだけ多くの小規模企業が売り上げや従業員数等の拡大

を実現する。 

・新規開業の促進・地域雇用機会の創出等を図る。 

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

 

《日本商工会議所補助金交付実績の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成１４～１７年度） 

交付実績額（億円） － － 3.5 3.8 5.8 7.0 20.1 

交付実績件数（件） － － １ １ １ １ ４ 

 

《指標の推移》 

１７年度の相談指導件数は、商工会・商工会議所及び都道府県商工会連合会において約５００万件。 
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 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 

商工会・商工会議所指導件数 ５４２万件 ５４５万件 ５３１万件 ４９８万件

 

 

《その他の効果・実績》 

・創業塾及び経営革新塾において、事業開始以降、平成１７年度末まで延べ 6.5 万人が受講。 

・修了者の９割以上が役に立ったと回答。（追跡アンケートによる） 

・修了者の約３割が創業を実現。（追跡アンケートによる） 

 

なお、事業評価については平成１９年度（中間）、平成２１年度（事後）に以下の指標を基に、評価を行うこととしている。 

・本事業で支援する小規模製造業の出荷額等の推移（別途調査予定） 

・中小製造業の出荷額等の推移（経済産業省：工業統計表） 

・本事業で支援する小規模小売業の販売額等の推移（別途調査予定） 

・中小小売業の販売額等の推移（経済産業省：商業統計表） 

・金融、税務、経理、販売管理、労務、技術の改善、その他経営に関する指導、あっせん等の相談・指導件数及び相談・指導に対する

満足度 

 

予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成１４年度 

終了年度：未定 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成１４～１７年度） 

予算額（億円） － － 3.9 5.0 7.3 9.0 25.2 

執行額（億円） － － 3.5 3.8 5.8 7.0 20.1 
 

事業の 

スキーム図 

 

 

 

 

国 日本商工会議所 各商工会議所 
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必要性 

中小企業基本法第８条において「小規模企業への配慮」が規定されているとおり、小規模事業者は中小企業の中でも経営資源の確保が困

難であることが多いため、円滑な経営資源確保のため条件整備や経営改善に向けた小規模企業の自助努力の支援を今後も行うことが必要で

ある。 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

地方分権時代の小規模事業対策予算の確保等に関する要望（Ｈ１８．９．２０ 日本商工会議所） 

全国の商工会議所の経営指導員が行っている小規模事業者への個別の相談件数だけでも年間２００万件に上がっており、小規模事業者の

経営基盤の強化や活力増進に寄与しているが、今後その予算が大きく削減されることになれば、地域の小規模事業者の身近な相談窓口となっ

ている商工会議所の相談指導体制は弱体化し、経営資源に乏しい小規模事業者の経営基盤の安定が損なわれ、地域経済社会に悪影響を及

ぼすことは必至である。 

今後の方向性 

【継続】  

商工会・商工会議所等と連携し、社会経済環境の変化に対応するための経営力強化支援、全国市場に向けた事業展開に対する支援、創業・

新事業展開を志す者がノウハウや実践的能力を習得できるよう、専門家による支援など、小規模事業者のニーズに対応し多くの小規模事業者が

経営の改善・雇用の拡大を実現出来るよう支援事業を継続していく。 
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個別事業評価書（予算措置（補助金・政策金融）） 

 

事業名 
【予算措置】 

【政策金融】 

小企業等経営改善資金融資事業（補給金） 

小企業等経営改善資金融資制度（金融機関：国民生活金融公庫） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁小規模参事官室 所管課室長名  小規模参事官室長 佐藤 正之 

  

概要・目標 

《事業概要》  

中小企業のうち特に小規模企業者は、経営安定が不安定であること、担保・信用力が乏しいこと等の理由から事業の生命線ともいうべき資金

確保の面で極めて困難な立場に置かれている。 

小企業等経営改善資金融資制度は、こうした状況にかんがみ、商工会・商工会議所等の経営指導を受けた者について無担保・無保証人で

国民生活金融公庫が融資を行い、小規模企業者の経営改善を促進するべく昭和４８年度に創設されたものである。 

また、指導と金融の一体化を図ることにより経営改善普及事業の一層の実効性を確保することが重要であり、小企業等経営改善資金融資制

度の円滑な運営を図るため融資損失を補填する。（補助率：１００％） 

 

《目標》 

小規模企業への経営指導による経営改善及び確実な融資。 

 

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

 

《政策金融出融資実績の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

合計 

（昭和48年度～平成17

年度累計） 

出融資実績額（億

円） 
3,073.68 3,017.84 2,579.99 2,511.56 2,084.13 1,963.1 107,029 

出融資実績件数

（件） 
89,449 85,738 73,950 72,316 60,310 56,296 4,545,851 
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《補給金交付実績の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

合計 

（昭和48年度～平成17

年度） 

交付実績額（億円） 10.87 10.87 ４０．７９ ４０ ３９ ３８ 558.606 

交付先：国民生活金融公庫 

 

《効果（アウトカム）・目標達成状況》  

(コスト) 

 本事業において、融資実行機関である国民生活金融公庫がその業務の円滑な運営を図ることが出来るように、同公庫に対して国からの補給

金を受け無担保・無保証人・低利で融資している。（平成１７年度予算：３８億円） 

（効果） 

 平成１７年度末における貸付実績は、件数で約２７万件、金額で５，３００億円超（貸付残高ベース）となっており、担保や信用力に乏しく経営資

源の確保が困難な多くの小規模企業者の円滑な資金調達に寄与している。 

 

予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：昭和４８年度 

終了年度：平成２３年度 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

合計 

（昭和48年度～平成17

年度） 

予算額（億円） 10.87 10.87 ４０．７９ ４０ ３９ ３８ 685.556 

執行額（億円） 10.87 10.87 ４０．７９ ４０ ３９ ３８ 558.606  
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事業の 

スキーム図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要性 

小規模企業は、企業数で全企業の８割以上を占め、我が国経済の発展を支える大きな原動力となっている。一方、中小企業一般に比して経

営基盤が脆弱である等経営全般にわたり小規模性故に大きなハンディを抱えており、事業の生命線ともいうべき金融確保の面で極めて困難な

立場に置かれている。 

本事業は、こうした状況にかんがみ、商工会議所等の経営指導員による経営指導を通じて、国民生活金融公庫が無担保、無保証人で融資を

行い、もって小規模企業者の経営改善を図るものであり、前向きな自助努力に取り組んでいる小規模企業のハンディが解消され、市場での競争

の主体となりうる程度まで、政策的配慮を加える観点から必要である。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

平成１５年度事後評価における統計データの分析、アンケート調査の結果からも、本融資制度は他の融資制度との比較において「経営改善を

図れた」、「資金繰りの改善につながった」等全般的に高い評価を得る等、小規模企業者の経営改善に効果を発揮している事が言える。 

○ 平成１９年度中小企業関係施策に関する要望（H18.6 日本商工会議所） 

○ 「中小企業施策に関する重点要望」（H18.6 東京商工会議所） 

○ 平成１９年度予算等に関する重点要望（H18.7 全国商工会連合会） 

・ 別枠４５０万円と本枠５５０万円の統合 

・ 返済期間（運転資金５年、設備資金７年）の恒久化 

貸付使途の拡大（生活衛生業種に係る設備資金の取扱） 

商工会・商工会議所 
（審査会の審査） 

経営指導員 
（調査） 

小 企 業 者 等 

国民生活金融公庫 

①経営指導 ②推薦申込み 

③報告 

④推薦 

⑤審査・貸付け 
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今後の方向性 
【継続】 

取扱期間は平成２４年３月３１日までとし、それまでの間に社会情勢等を踏まえ、所要の見直しを行う。 
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個別事業評価書（予算措置（補助金）） 

 

事業名 【予算措置】 中小企業戦略的ＩＴ化促進事業（補助） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁技術課 所管課室長名 技術課長 中野 節 

  

概要・目標 

《事業概要》 （補助率：１／２以内） 

 地域におけるモデルとするため、ＩＴを活用して経営革新を図ろうとする中小企業者等に対し、システム開発・導入に係る経費の一部を各経

済産業局を通じて補助するとともに、その成果の普及活動を実施する。 

特に、平成１８年度からは、大企業に比べ、中小企業において対応が遅れているとの指摘がある、部品や部材の受発注の手続き等を電子

化して行う EDI システムや情報を電子的に保持する IC タグの導入を促進することにより、e-Japan 計画の重点目標でもある企業間取引におけ

る IT 化、電子商取引化を進め、中小企業の高度なＩＴ化の推進を図る。 

 

《目標》 

e-Japan 戦略Ⅱでは、「ＩＴ戦略の第一期の目標であるＩＴ基盤の整備は達成されつつあり、今後は第二期の目標として、ＩＴの更なる利活用

を推進していく」との方針が出されている。中小企業においても、パソコン導入率やインターネット導入率が９０％台に達するなど、中小企業が 

ＩＴを活用するための基盤整備は着実に進展している。このため、今後は中小企業の更なるＩＴ利活用を推進していくことを目標とする。 

 

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

 

《中小企業戦略的ＩＴ化促進事業交付実績の推移》 

 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成14～17年度） 

交付実績額（億円） 5.2 5.9 9.8 6.3 27.2

交付実績件数（件） 45 61 91 60 257

 

 

 

《指標の推移》 
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 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成14～17年度） 

申請件数 466 275 433 282 1,456

採択件数 50 62 95 62 269

倍率 9.3 4.4 4.6 4.5 5.4

 

《その他の効果・実績》 

・事後アンケートによるシステム開発を実施した中小企業者の経営革新効果（平成１６年度）： 

十分上がっている：３５％ 

やや上がっている：４７％ 

今後期待できる： １３％ 

・なお、開発したソフトウエア等を利用した中小企業等の付加価値額の増加を目指し、利用状況等の把握に努める。（調査中） 

 

 

予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成12年度 

終了年度：平成19年度 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成12～17年度） 

予算額（億円） 10.8 11.8 6.4 7.0 11.8 7.3 55.2 

執行額（億円） 9.7 6.5 5.2 5.9 9.8 6.3 43.4 

 

 

 

事業の 

スキーム図 

 

 

 

                      補助１／２以内 

国 経済産業局 中小企業等 
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必要性 

 

我が国事業者の太宗を占める中小企業がＩＴを積極的に活用し、事業の効率化や収益の拡大等につなげることは、我が国産業界のＩＴ化及

び日本経済の発展のために極めて重要。しかし、中小企業がＩＴ化を推進するに当たり、人材確保や資金確保の問題が指摘されており、中小企

業が自主的に取り組むだけでは IT 化が効果的に促進することが望めない。また、大企業と中小企業の間の格差が拡大することが懸念される。し

たがって、国が中小企業の IT 利活用を支援することが必要である。 

また、近年、大企業に比べ、中小企業において、部品や部材の受発注の手続等を電子化して行う EDI システムや、情報を電子的に保持する

IC タグの導入への対応が遅れているとの指摘がある。これらを促進することにより、ＩＴ新改革戦略の重点目標でもある企業間取引における IT

化、電子商取引化を進め、中小企業の高度なＩＴ化の推進を図ることが重要である。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

 

○ （ＩＴ戦略本部 上野有識者本部員）（平成 17 年、10 月） 

 「ＩＴ経営」に不可欠なことは、企業の経営者がＩＴの利用や活用の意義を理解・認識すること。 

中小企業のＩＴ活用は遅れており、政府としてその積極的な推進を図るべき。事例を提示することが効果的であり、２０１０年までに１，０００以上の

成功事例を公表すべき。 

 

 

今後の方向性 

平成１９年度まで継続。 

平成２０年度以降については、平成１８年１月にＩＴ戦略本部において取りまとめられた「ＩＴ新改革戦略」の重点目標としてあげられている下記の

目標の実現に向けて、事業内容の見直しを行う。 

・2010年度までに、基幹業務にＩＴを活用する中規模中小企業（年間売上高５億～20億円を想定）の割合を60％以上とする。  

・企業が電子商取引に共通して利用できる国際的にも調和した汎用的な共通基盤（例えばEDIプラットフォーム）を構築し、2010 年度までに、

電子商取引を実施する企業のうち汎用的な共通基盤を利用する企業の割合を60％以上とする。 

・2010年度までに、中小企業の取引先のうち電子商取引を実施する企業の割合50％以上とする。 

ＩＴ新改革戦略の目標に掲げられている「中小企業の取引先のうち電子商取引を実施する企業の割合50％以上とする」 
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個別事業評価書（予算措置（補助金）） 

 

事業名 【予算措置】 中小企業・ベンチャー挑戦支援事業（１次） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 経営支援部技術課 所管課室長名  技術課長 中野 節 

  

概要・目標 

《事業概要》 （補助率：２／３） 

中小企業の優れた技術シーズ、ビジネスアイデアの事業化による創業・新事業展開を促進するため、実用化研究開発に要する経費（原材料

費、直接人件費、機械装置費、知的財産取得費等）の一部を補助するとともに、補助事業を行う中小・ベンチャー企業等に対して中小企業基盤

整備機構によるビジネスプランの具体化・実用化に向けたコンサルティング等を一体的に実施。 

 

《目標》 

中小企業の技術開発を推進し、中小企業の技術改善を図り、もって中小企業製品の高付加価値化、中小企業の新分野進出等の円滑化等を

推進。 

補助事業期間終了後２年後の採択企業の研究開発成果の事業化率５０％ 

 

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

《中小企業ベンチャー挑戦支援事業補助金交付実績の推移》 

 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成１６～１７年度） 

交付実績額（億円） 18.66 22.74 41.40 

交付実績件数（件） 193 130 323 

 

《指標の推移》 

 平成１６年度 平成１７年度
当初目標値 

 

補助事業終了後２年後の採択企

業の研究開発成果の事業化率 
－ －

５０％

※平成１９年度当初に評価
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論文数 ８ ３２ －

論文の被引用度数 － １８ －

特許等件数（出願を含む） ４１ ９７ －

特許権の実施件数 ８ － －

ライセンス供与数 － １ －

取得ライセンス料 － － －

国際標準へ寄与 － ２ －

 

《その他の効果・実績》 

製品化事例： 

・オンマシン型レーザー式三次元測定装置 

・超伝導磁性金属検出装置、酵素系浸漬洗浄剤、洗浄機用洗浄剤等 

・自動車・家電向け、小型リアクタンス式変位センサ 

・アドホック通信ミドルウエア 

・環境保全・高耐久性を実現する木材保存剤 等 

 

予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成１６年度 

終了年度：平成２０年度 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成１６～１７年度） 

予算額（億円） 25.65 32.97 58.62 

執行額（億円） 18.66 22.74 41.40 
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事業の 

スキーム図 

 

 
 

必要性 

 

我が国産業の競争力を高め、活力ある経済を実現するべく、新事業・雇用創出を促進するためには、産業の核となる新たな技術を生み出すこと

が不可欠であり、本事業により中小企業の技術革新を一層強力に進めることが必要。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

○ 【経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３】（抜粋） 

  ◆予算編成に当たっての重点と抑制の考え方 

     予算の配分に当たっては、民間需要を誘発する政策、より少ない財政負担で民間主体の投資を喚起する政策等、民間の潜在力を

最大限引き出す政策を重視する。具体的には、ある目標に向かって、民間のイニシアティブを引き出すための以下のような政策と予

算との組合せ（政策群）という手法を重視し、効果を最大限発揮させる。 

     ・規制改革や構造改革特区の円滑な推進、市場環境整備 

     ・民間資金や民間ノウハウ、ＮＰＯ等を活用して実施する、ＰＦＩ（民間資金等活用事業）、官民協力型事業、公設民営、民間委託、

産学連携 

     ・新事業創造・起業の加速 

 

今後の方向性 

【継続】 

平成１９年度以降も継続予定。 
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個別事業評価書（予算措置（補助金）） 

 

事業名 【予算措置】 中小企業知的財産権保護対策事業（補助） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁経営支援部技術課 所管課室長名  技術課長 中野 節 

  

概要・目標 

《事業概要》 （（独）日本貿易振興機構：補助率：２／３） 

海外における我が国中小企業の知的財産権保護を図る観点から、日本貿易振興機構の有する海外ネットワークを活用して、中小企業

の個別要望に基づいた知的財産権の侵害状況調査等を実施する。 

《目標》 

知的財産権の侵害を受けている中小企業に対し権利侵害元特定等の調査を実施し、その報告書に基づき、侵害対策を講じること

を促進するとともに、侵害調査申請者の満足度を高める。 

結果・効果・実績

＜アウトプット 

及びアウトカム＞

《中小企業知的財産権保護対策事業補助金交付実績の推移》 

 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
合計 

（平成12～17年度） 

交付実績額（億円） － － － － － ０．１１ ０．１１ 

交付実績件数（件） － － － － － ３ ３ 

《指標の推移》 

 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
当初目標値 

（平成17年度） 

満足度指標 － － － － － １００％ ６０％ 

侵害対策実行指標 － － － － － ３件 ２０件 
※侵害対策実行指数；侵害調査報告書に基づき、侵害対策等を実施した件数 
《その他の効果・実績》 
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予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成１７年度 

終了年度：平成２２年度 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１７年度

予算額（億円） ０．６０

執行額（億円） ０．１１
 

事業の 

スキーム図 

         

必要性 

模倣品等、知的財産の権利侵害は年々高度技術化、大規模流通化し、権利者が本来得るべき利益を奪うほか、消費者のブランド

への信頼低下や消費者自身の利益を阻害する現状が近年顕著となっている。このような中、人材や資力に乏しい中小企業にとっ

ては、対応が困難な状況にあり、海外における現地侵害調査を実施し、侵害対応を円滑に進められる情報を提供する。なお、そ

の侵害内容及び侵害発生国等が多岐に渡るものであることから、国の関与が必要である。 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

・調査会社が行政摘発に必要な証拠を入手することができ、満足している（後日、地方工商行政管理局に摘発の申し立てを行い、摘

発に成功した）。【文具メーカー】 

・中国各地での模倣品被害状況を把握することができた。 

・国が実施している事業ということで、侵害調査に対する社内の決裁を容易にすることができた。【毛染メーカー】 

・本事業を利用することにより、適切な調査会社に委託することができた。【刃物メーカー】  

今後の方向性 
【継続】 アジア地域を中心に模倣品・海賊版の被害が拡大している反面、中小企業においては模倣品問題に対する認識が低く、十分

な予防策が採られていない現状を踏まえ、引き続き本事業を実施することにより中小企業の模倣品・海賊版対策を支援していく。 
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個別事業評価書（予算措置（補助金）） 

 

事業名 【予算措置】 中小企業技術開発支援調査事業 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 経営支援部技術課 所管課室長名  技術課長 中野 節 

  

概要・目標 

 

《事業概要》 

技術開発事業の実施に当たっては、各種ニーズに適切に合致した研究開発課題の摘出や研究開発を効率的かつ効果的に実施する体制の整

備が必要であり、そのために国内外の技術動向や市場ニーズ等の把握、研究開発に対する支援制度やその成果普及の適正化等に係る課題

を抽出し、今後の中小企業の技術開発支援の在り方に資する調査を実施する。 

 

《目標》 

中小企業の技術の向上及び新技術を利用した事業活動の促進のための政策の立案、実行に必要なデータ、情報等を得る。 

 

 

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

 

《中小企業技術開発支援調査事業実施実績》 

 平成１６年度 平成１７年度

実施調査件数（件） １ ８

 

《実績》 

平成１６年度： 「日本版ＳＢＩＲの魅力度向上に関する調査研究」 ：原稿制度における課題の把握、施策の方向性の把握。 

平成１７年度：「我が国重要産業の競争力強化に向けた鋳造技術の高度化の方向性係る基礎調査」 ：技術シーズ・ニーズの調査、技術

の高度化の阻害要因の調査、指針案の策定・提言。（鍛造、めっき、金属プレス、熱処理、ねじ締結、動力伝達、位置決め） 
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予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成１６年度 

終了年度：平成１８年度 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成１６～１７年度） 

予算額（億円） 0.15 0.15 0.3 

執行額（億円） 0.15 0.15 0.3 

 

 

事業の 

スキーム図 

 

国 → 民間調査研究機関 

    委託 

 

必要性 

 

中小企業の技術の向上及び新技術を利用した事業活動の促進に関する事務を遂行するための政策を講じるに当たっては、技術動向や技

術に関する市場ニーズ等の把握、課題の抽出等基礎的データや情報が必要である。本調査事業は、これら基礎的データや情報を収集する事

業であり、経済産業省で行う必要がある。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

― 

今後の方向性 

 

平成１８年度をもって廃止。 
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個別事業評価書（予算措置（補助金）） 

 

事業名 【予算措置】 中小企業連携組織対策推進事業費（補助） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 創業連携推進課 所管課室長名  創業連携推進課長 山城 宗久 

  

概要・目標 

《事業概要》 （補助率：6／10、2／3、定額） 

全国中小企業団体中央会の実施する指導員能力の開発のための研究・研修事業、県中央会及び組合に対する指導・助成事業、中小企業組

合に対する先進事例紹介等の情報提供及び景況調査事業等に対する補助。  

《目標》 

①中小企業組合に対する指導件数２７，５００以上（中央会会員組合の 80％以上） 

②中小企業組合に対して先進事例等の情報提供６種類２８，０００部以上 

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

 

《中小企業連携組織対策推進事業費補助金交付実績の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成12～17年度） 

交付実績額（億円） ７．９ ３．５ ５．３ ５．５ ５．８ ５．９ ３３．９ 

交付実績件数（件） １ １ １ １ １ １ ６ 

 

《指標の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 当初目標値 

中小企業組合に対

する指導件数27,50

0件以上（中央会会

員 組 合 の 8 0 ％ 以

上） 

― ―

26,562件 

（会員33,447

組合の79.4%

／達成率 

99.3%） 

26,295件 

（会員32,991

組合の79.7%

／達成率 

99.6%） 

26,280件 

（会員32,240

組合の81.5%

／達成率 

102%） 

25,266件 

（会員31,745

組合の79.6%

／達成率 

99.5%） 

27,500件以上 

（会員組合の 

80％以上） 
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先進事例等の 

情報提供（６種28,0

00部以上） 

― ―
７種類29,760

部（106%） 

７種類27,360

部（97.7%） 

５種類9,000

部（32%）※ 

５種類8,900

部（31.8%）※
６種類28,000部 

※平成１６年度に２種の情報提供について、それぞれ、情報提供方法の変更（印刷物からＷｅｂ上での情報提供へ変更）、発行が別組織に移管

されたことによる減。 

 

《その他の効果・実績》 

①平成１７年度において、２５，２６６組合等に対しきめ細かな指導を実施（中央会会員３１，７４５組合等の７９．６％）、設立、金融等の事項

別の巡回指導件数は延べ 174,873 件、窓口相談における相談件数は延べ 166,986 件にも及び、組合等の抱える多種多様な問題の解決

に貢献している。 

②先進的組合のノウハウ・事例等の情報（平成１７年度５種８，９００部）が、提供を受けた組合の指針として咀嚼され、当該組合事業の活

発化に結び付き、組合員企業の経営の合理化等に寄与している。  

 

予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成１２年度 

終了年度：平成１９年度 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成12～17年度） 

予算額（億円） ８．６ ７．３ １１．３ １０．８ ８．７ ７．２ ５３．９ 

執行額（億円） ７．９ ３．５ ５．３ ５．５ ５．８ ５．９ ３３．９ 
 

事業の 

スキーム図 

 

 

 

 

必要性 

最近の消費者の価値観の多様化・個性化や経済社会情勢の変化に中小企業が迅速に対応していくには、異業種連携や技術開発、ＩＴ導入、

経営効率化等様々な経営革新を促進する必要があるが、これらは経営資源が不足しがちな中小企業者としては、他の中小企業者との連携強

化（組合等）により対応していくことが効果的である。これら中小企業の連携組織化を推進するため、組合等に対する専門支援機関であり、また

会員企業数３０５万、全国の中小企業の７割を占める我が国最大の中小企業団体である全国中央会の担う役割は極めて重要であり、経済産業

国 全国中央会 

組合等 国 全国中央会 
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省としても、引き続き、全国中央会が行う組合等への育成・指導事業に対し助成することが必要である。  

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

○平成１８年１０月聞き取り（全国中小企業団体中央会） 

・中央会指導員の支援により共同店舗の設立が促進され、実施前の個々の商圏からショッピングセンターとしての大きな商圏を確保することがで

き、生き残っていくための可能性が広がった。（共同店舗組合） 

・中央会指導員の支援により鉄工団地を設立したことにより、生産能力の向上等、取引先からの信用力が増して、業容拡大及び利益の増大に

つながった。（鉄工団地組合） 

・中央会指導員の支援により菓子の新商品を開発。組合が新商品のレシピを組合員に公開し、組合員が同商品を製造販売することにより組合

員の売上げに寄与することができた。（Ａ協同組合） 

・先進組合事例集は、組合への巡回指導の際に、当該組合の業種・業態又は組織形態に近い先進的な活動をしている組合事例を参考に行う

ことが可能となっており、極めて成果を上げている。また、全国中央会のＨＰに掲載されていることから不特定多数の組合関係者の目に触れるこ

ととなり、多数の組合において運営の参考となっている。（A 県中央会） 

 

今後の方向性 

【継続】  

目標については、今後、①中小企業組合に対する指導件数２５，４００件以上（会員組合の80％以上）を目指すとともに、②中小企業組合に対す

る先進事例等の情報提供については、Ｗｅｂ上での情報提供への変更を踏まえ、５種９，０００部を目指す。また、③組合の新事業展開等に

対する助成事業について、助成先組合の満足度など新たな評価指標の導入を現在検討しているところ。 
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個別事業評価書（予算措置（補助金）） 

 

事業名 【予算措置】 中小商業ビジネスモデル連携支援事業 

事業所管 

課室名 
中小企業庁経営支援部商業課 所管課室長名  商業課長 後藤 久典 

  

概要・目標 

《事業概要》 （補助率：定額、１／２） 

日本商工会議所及び全国商工会連合会を通じて、中小卸売業者、中小小売商業者及び中小サービス業者（以下、「中小商業者」という。）が、

多様化した消費者ニーズや社会的要請に対応した新たなビジネスモデルを開発するための調査研究事業に必要な経費の一部を補助するとと

もに、新たに開発されたビジネスモデルを普及させる。 

《目標》 

消費者ニーズや社会的要請に対応した新たなビジネスモデルを開発させ、当該事例を広く普及させる。 

  

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

《実績の推移》 

 平成１７年度
合計 

（平成１７年度） 

交付実績額（億円） 0.8 0.8

交付実績件数（件） ２５ 25

 

《指標の推移》 

 平成１７年度 当初目標値 

ビジネスモデルが実際の事業化に至った件数 ０ 事業終了後５年以内の事業化

付加価値額又は一人あたりの付加価値額の増加率 - -

（注）「付加価値額又は一人あたりの付加価値額の増加率」は事業化に至ったものを対象にした指標 

 

《その他の効果・実績》 

  ・本事業を実施することにより、中小商業者等の経営革新や起業の促進を図り、中小商業者等の競争力が強化される。 
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  ・１７年度においては、高齢化・環境問題に対応するもの（４件）、流通機能の効率化を図るもの（３件）、経営革新・地域対応の促進を

図るもの（１８件）について支援しており、先進性、モデル性の強い新たなビジネスモデルの開発について支援を行っている。 

予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成１７年度 

終了年度：平成１８年度 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１７年度
合計 

（平成１７年度） 

予算額（億円） ２．６ ２．６

執行額（億円） ０．８ ０．８

 

 

事業の 

スキーム図 

 

 

          定額補助                               １／２補助 

 

必要性 

 

近年、高齢化の急速な進展、環境問題への国民的関心の高まりや生活習慣の変化、消費者ニーズの多様化等により、中小商業者を取り巻く

環境が大きく変化するとともに、外資の進出や新しいタイプのディスカウント店の急速な伸張等は、従来からの中小商業者の経営環境を厳しいも

のとしている。したがって、消費者の社会的要請に対応した新たなビジネスモデルの開発を支援するとともに、当該ビジネス事例を広く普及する

ことにより、中小商業者の経営革新に対する取組を支援していくことが重要である。 

一方、中小商業者にとって、新しいビジネスモデルの開発は先進性が高く、投資の回収も長期にわたることから、事業の進展が困難である場

合が多い。したがって、自己負担を導入しつつ、民間企業の自己責任とイニシアチブの下で、中小商業者の活力を活かす支援措置を採ること

が求められている。 

なお、平成１８年６月に取りまとめられた「新経済成長戦略」の中で、中小卸・小売等が、消費需要の多様化に対応すべく、販売情報等

の情報収集、安定した商品調達力等のリテールサポートの強化、製・配・販や業種・業態を融合した新たなビジネスモデルの構築を図るこ

とが重要と位置付けている。 

 また、中小小売商業振興法においても、「国は、中小小売商業者の経営の近代化のための事業に必要な資金の確保等に努めるものと

する。」との規定がなされており、国としての支援措置は引き続き必要。 

 

国 日本商工会議所、全国商工会連合会 中小企業者 
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事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

○平成１７年度事業報告 

 

・ 本事業により、今後１０年後に向けた取り組むべきビジネス像が確立でき、事業者間の連携ニーズが確認され、多様な商品パッケージの実

現可能性が明らかになった（A 商工会議所） 

・ 地域ブランド化した物産について、ＩＴを活用した販路拡大というコンセプトが開発でき、新たな事業展開の見通しができた（ＮＰＯ法人） 

・  共同店舗に入居する商業者が共同で販売促進費を負担し、集客事業に取り組み、集積効果が発揮できた。個店の共同意識が醸成される

が、店舗ごとの事情、戦略店舗等の選定強化が課題。（協同組合） 

 

今後の方向性 

 

平成１８年度をもって廃止。 
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個別事業評価書（予算措置（補助金）） 

 

事業名 【予算措置】 全国商店街振興組合連合会補助金 

事業所管 

課室名 
中小企業庁経営支援部商業課 所管課室長名  商業課長 後藤 久典 

  

概要・目標 

 

《事業概要》 （補助率：６／１０） 

商店街を取り巻く環境変化に対応してその活性化を図っていくため、全国商店街振興組合連合会が実施する各種研究会及び都道府県商店街

振興組合連合会に対する研修事業等に対して補助するもの。 

（１）指導事業費 

（２）商店街近代化研究会等開催費 

（３）商店街国際化研究会開催費 

（４）都道府県商店街振興組合連合会役職員講習会等開催費 

（５）商店街青年部・女性部活性化推進事業費 

（６）都道府県商店街振興組合連合会に対する教育・情報提供事業費 

 

《目標》 

各種施策が広く普及し、活用され、商店街の魅力が向上すること。 

 

結果・効果・実績 

＜アウトプット 

及びアウトカム＞ 

 

《全国商店街振興組合連合会補助金交付実績の推移》 

 平成１７年度
合計 

（平成１７年度） 

交付実績額（億円） ０．１５ ０．１５

交付実績件数（件） １ １

 

《指標の推移》  
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○それぞれの事業についてユーザーである都道府県商店街振興組合連合会にアンケート調査を実施した。 

 平成１７年度 
当初目標値 

（平成１７年度） 

近代化研究会（報告書等の内容が参考となったか） ６９．８％ ７０％

国際化研究会（報告書等の内容が参考となったか） ５１．１％ ７０％

情報提供事業（情報誌の内容が参考となったか） ９３．０％ ７０％

 

○ 参加者数：近代化研究会：２テーマ、延べ８回、委員１５名、国際化研究会：２回、委員１２名 

○ 情報誌（商店街プラザ）を配布した組合数及び配布部数：２，４６０組合、年間延べ１３，５００部 

 

予算額・執行額 

＜費用＞ 

開始年度：平成１７年度 

終了年度：平成２１年度 

 

《予算額・執行額の推移》 

 平成１７年度
合計 

（平成１７年度） 

予算額（億円） ０．３ ０．３

執行額（億円） ０．１５ ０．１５

 

 

事業の 

スキーム図 

 

 

 

 

必要性 

近年、モータリゼーションの進展、大型店の郊外への出店や消費者ニーズの多様化等により、各地の商店街は疲弊しており、商店街を利用

する消費者、地域住民に多大な影響を与えている。こうした中、商店街自らが、活性化に向けた積極的な取組を行うことが必要であるが、商店

街にはそうした取組を行う上で、必要かつ効果的な情報等が不足していることが課題である。したがって、商店街振興組合の全国組織であり指

導機関である全国商店街振興組合連合会への補助を通じて、商店街への各種施策の啓蒙普及を図り、商店街の活性化への取組を支援するこ

とが必要。 

国 全国商店街振興組合連合会 都道府県商店街振興組合連合会 
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事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

○平成１７年度アンケート調査 

・ 近代化研究会の報告書について、一店逸品運動に取り組むための留意点や、各商店街での取組事例が掲載されているため、商店街指導

の際に役立てたい。（Ａ商店街振興組合連合会） 

・ 分厚い報告書等は忙しい商店街の人は読まない。ビデオにしてほしい。（Ｂ商店街振興組合連合会） 

・ 全国の商店街の情勢、動向及び商店街施策等が適宜提供され参考になった。（Ｃ商店街振興組合連合会） 

今後の方向性 

【継続】 

商店街国際化研究会開催事業について平成１９年度は要求せず、改正後の中心市街地活性化法によるまちづくり、都市機能の集積へ向け商店

街振興組合として率先して対応すべく、ポータルサイトの充実や成功事例の水平展開などに積極的に取り組んでいく。 

（平成１８年度より、新規事業として、商店街支援ポータルサイト構築運営事業や成功商店街普及支援事業を実施している。） 
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個別事業評価書（政策金融） 

 

事業名 【政策金融】 
新事業活動促進資金（経営革新計画、経営向上関連、新連携関連） 

（金融機関：中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 経営支援課 所管課室長名  経営支援課長 滝本 徹 

  

概要・目標 

《事業概要》 

中小企業金融公庫等が、中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画承認企業、認定異分野連携新事業分野開拓（新連携）計画の連携

参加者に対し、計画に基づく設備資金及び運転資金の低利融資を行う。 

 

《目標》 

・経営革新計画終了後に年率３％以上の付加価値額の伸びを達成した企業の割合５０％以上を目指す。 

・平成２０年度までに、新連携における国の認定件数５２０件（累計）を目指す。 

・新連携の各認定案件の事業終了時点での事業化・市場化の達成度８０％を目指す。 

 

結果・効果・実績 

 

・経営革新 

開始年度：平成１１年度 

終了年度：平成１９年度 

 

《政策金融出融資実績の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成12～17年度累計） 

出融資実績額（億円） １，３００ １，１９１ １，２４４ １，８２５ ２，０６６ １，５９３ ９，２１９ 

出融資実績件数（件） １，７２２ １，８４６ ２，４１９ ３，５７３ ３，９５３ ３，２３４ １６，７４７ 
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・新連携 

開始年度：平成１７年度 

終了年度：平成１９年度 

 

《政策金融出融資実績の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 合計 

出融資実績額（億円）  １９ １９ 

出融資実績件数（件）  ８３ ８３ 

 

《効果（アウトカム）・目標達成状況》 

（経営革新） 

平成１８年３月末時点で、経営革新計画の承認は２２，３２０件である。これに対して、平成１８年３月までに貸付けを行った件数は、１７，１７４件であ

り、延べ数で見ると、約８割の企業が貸付けを行っていることになる。また、平成１７年度終了企業調査において、本融資制度を含む経営革新支援

措置を活用し、経営革新の目標である付加価値額を年率３％以上向上させた企業の割合は５７．３％という成果を上げている。 

 （新連携） 

平成１７年度は８３件融資し、いずれも事業が順調に進んでいる。なお、事業計画は３年ないし５年であり、定量的な目標の達成状況は示せない

ものの、平成１７年度の認定案件１６３件のうち、２３件については既に事業化に至っている。 

 

必要性 

我が国経済の国際競争力を強化し、更なる発展を遂げるためには、我が国経済を支えている中小企業が新たな展望を切り開くことが極めて重要

である。中小企業が新事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図る経営革新や、異分野の中小企業が連携し、その優れた経営資源

を有効に組み合わせ、新規性の高い新商品等を開発し、事業化していく取組である新連携は、新事業の創出につながることから、高い政策的意

義を有するものである。これらの取組に当たっては、新たな設備資金や運転資金の調達が重要なことから、政策金融の活用を通して、新連携事業

の着実な実施を促す必要がある。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

（ユーザーの意見） 

・新連携事業に必要な資金を低利で調達した結果、金利の負担軽減ができ、資金繰りに余裕が生まれ、新連携事業の着実な実施が可能となっ

た。（平成１８年度事業者ヒアリング） 

今後の方向性 
【継続】 

平成１９年度まで継続。 
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個別事業評価書（政策金融） 

 

事業名 【政策金融】 設備貸与機関貸付 （金融機関：中小企業金融公庫） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁小規模参事官室 所管課室長名  小規模企業参事官 佐藤 正之 

  

概要・目標 

《制度概要》 

 小規模企業者等を対象として設備貸与事業を行っている都道府県の貸与機関に対し、中小企業金融公庫等が、貸与事業に必要な資金の一

部を貸し付けることにより、小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化の促進に寄与することを目的としている。 

 

《目標》 

 小規模企業は、中小企業一般に比して経営基盤が脆弱である等、経営全般にわたり小規模性故に大きなハンディを抱えており、生産性等の面

での格差につながっている。前向きな自助努力に取り組んでいる小規模企業のハンディが解消され、市場での競争の主体となり得る程度まで、政

策的な配慮を加えることが必要である。 

経営基盤の強化の促進（制度を利用した企業のうち、付加価値額が５年で１０％以上向上した企業の増加）、創業の促進（制度を利用した企業

の残存率の向上） 

 

結果・効果・実績 

 

開始年度：昭和４１年度 

終了年度：未設定 

 

《政策金融出融資実績の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成12～17年度累計） 

出融資実績額（億円） 123.43 62.7 58.13 57.4 67.41 60.04 429.11 

出融資実績件数（件） 44 38 35 30 26 24 197 
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《効果（アウトカム）・目標達成状況》  

（コスト） 

 基本的に都道府県の特別会計に償還された貸付金を活用し事業を実施している。 

（効果） 

 平成１７年度において、全国で約 2,250 の企業が当制度を利用して約 305 億円の設備投資を行っており、小規模企業者の設備資金ニーズに対

する効果を挙げている。経営基盤の強化に関する指標として、平成１２年度に制度を利用した企業の４年後の付加価値額の向上が平均１０％以

上、創業に関する指標として、平成１２～１５年度の創業貸付（貸与）に対する平成１６年末現在の企業の残存率は８９％との調査結果から、小規模

企業者の創業や経営基盤の強化に貢献しているといえる。本調査結果も踏まえ、今後も引き続き本事業の円滑な実施を図る。 

 

必要性 

 

小規模企業は、中小企業一般に比して経営基盤が脆弱である等、経営全般にわたり小規模性故に大きなハンディを抱えており、生産性などの

面での格差につながっている。前向きな自助努力に取り組んでいる小規模企業のハンディが解消され、市場での競争の主体となり得る程度まで、

政策的な配慮を加えることが必要である。 

 貸与機関は、制度上事業に必要な資金の約半分を自己調達する必要があるが、自己資金も無く担保力に乏しいこと、また、当該資金を原資とし

た設備貸与事業の対象者が経営基盤の脆弱等の大きなハンディをもった小規模企業者等であることから、中小企業金融公庫等から貸付けを行う

ことによって事業の円滑な実施を図ることは、政策的にも重要かつ必要性が大きい。 

 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

○ 小規模企業設備資金制度に関する改正要望書（Ｈ１８．１０全国中小企業取引振興協会） 

・ 保証人、担保の徴求条件の緩和 

・ 限度額の見直し 

・ 償還期間の延長 
 

 

今後の方向性 

【見直し】、【継続】 

制度の実施をしている県貸与機関と、都道府県の政策金融との整合性を図り、小規模事業者等の利用が促進できるよう制度等の見直し、検討を

する。 
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個別事業評価書（政策金融） 

 

事業名 【政策金融】 ＩＴ活用促進資金 （金融機関：中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁技術課 所管課室長名  技術課長 中野 節 

  

概要・目標 

《制度概要》  

  中小企業における情報技術（ＩＴ）の普及変化に関連した事業環境の変化に対応するための情報技術（ＩＴ）の活用の促進や、デジタルコンテン

ツ事業の円滑な実施を図ることを目的に、情報化投資を行う中小企業者に対して特別利率で貸付けを実施する。 

 

《目標》 

  中小企業におけるＩＴ利活用の推進と利活用の推進に必要な基盤整備の整備。 

    ・貸付規模（平成１８年度） 

中小公庫 １兆８，０００億円  

国民公庫 ２兆８，０００億円 

商工中金 １兆８，０００億円 

 

結果・効果・実績 

開始年度：平成１２年度 

 

《政策金融出融資実績の推移》 

 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成12～17年度累計） 

中小公庫融資実績（億円） 25.7 1,175.1 1,079.6 1,391.5 1,593.0 1,488.3 6,753.2 

中小公庫融資実績（件） 66 2,261 2,140 3,009 3,401 3,356 14,233 

国民公庫融資実績（億円） 9.9 469.4 347.9 468.2 491.2 540.9 2,327.5 

国民公庫融資実績（件） 225 8,218 6,006 7,164 6,979 7,944 36,536 

商工中金融資実績（億円） 11.2 122.8 138.4 206.9 282.3 182.7 944.3 
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商工中金融資実績（件） 65 471 490 599 725 369 2,719 

 

 

必要性 

 

e-Japan 戦略Ⅱにおいては、ＩＴの更なる利活用を推進していくとの方針とともに、利活用に必要な基盤整備を更に推進していくことが必要とされ

ている。このため、中小企業の資金調達に係る負担を政策金融を用いることで軽減し、ＩＴ投資を促進させるため本事業が必要である。 

 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

 

平成１７年４月に発表された産業構造審議会情報経済分科会の報告書「情報経済・産業ビジョン」では、ビジネス分野において、経営とＩＴの融

合が遅れ、ＩＴに対する投資が後退すれば、ＩＴによる積極的な「資本整備」を進める東アジア諸国との関係でも、我が国は大きく出遅れるおそれが

あることから、ＩＴを量的な面から支援するため、ＩＴ投資減税などの税制、政策金融等などを通じＩＴ投資の支援を拡充すべきとしている。 

また、平成１６年５月成立した、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律でも、コンテンツのデジタル化を行う体制の整備その他の

必要な施策を講ずること、コンテンツ事業の成長発展において中小企業者が果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業者によるコンテンツ事業

の円滑な実施が図られるよう特別の配慮をしなければならないことが規定されている。更に知的財産推進計画２００５（平成１７年６月１０日、知的財

産戦略本部決定）では、コンテンツ制作に対するインセンティブの付与、デジタルシネマの普及推進を行うべきと規定されている。 

 

 

今後の方向性 

 

【継続】 

ＩＴ新改革戦略に位置付けられている２０１０年までに、「ＩＴ新改革戦略」の目標である以下の目標を実現する必要がある。 

① 企業経営におけるＩＴ利用・活用の成功事例を1,000 件以上公表する。 

② 中規模中小企業（年間売上高５億～20 億円を想定）の割合を60％以上とする 

③ 企業が電子商取引に共通して利用できる国際的にも調和した汎用的な共通基盤（例えばEDIプラットフォーム）を構築し、2010年度まで

に、電子商取引を実施する企業のうち汎用的な共通基盤を利用する企業の割合を60％以上とする。 

④ 中小企業の取引先のうち電子商取引を実施する企業の割合を50％以上とする。 
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個別事業評価書（政策金融） 

 

事業名 【政策金融】 新事業活動促進資金【ＳＢＩＲ制度、旧創造法関連】（金融機関：中小企業金融公庫） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁技術課 所管課室長名  技術課長 中野 節 

  

概要・目標 

 

《制度概要》  

 中小企業金融公庫が、SBIR 制度の特定補助金等の交付又は旧創造法の認定を受けた中小企業者等に対して、研究開発成果を利用して

行う事業に必要な設備投資や長期運転資金の融資を行う。 
 

《目標》 

 我が国の中小企業の新たな事業活動を促進する支援の一環として、中小企業者が自ら行う新技術に関する研究開発のための特定補助

金等の成果を利用して行う事業について、資金力に乏しいが事業意欲のある中小企業者に対して、その資金調達を容易にする。 

 これにより、特定補助金等及び旧創造法を活用して行った研究開発成果の市場への普及の機会の増大を図る。 

 

結果・効果・実績 

 

（ＳＢＩＲ制度） 

 開始年度：平成１３年度 

 

《政策金融出融資実績の推移》 

 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成13～17年度累計）

出融資実績額（億円） ０ ０．０５ ０．５ ０ ０ ０．５５

出融資実績件数（件） ０ １ ２ ０ ０ ３

 

 

 

（旧創造法関連） 
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開始年度：平成１１年度 

終了年度：平成２１年度 

 

《政策金融出融資実績の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成12～17年度累計） 

出融資実績額（億円） １．０５ ０．８ ０．８ ０．１ ０ ０ ２．７５ 

出融資実績件数（件） ２ １ １ １ ０ ０ ５ 

 

 

必要性 

 

（ＳＢＩＲ制度） 

中小企業者向け特定補助金等の支出実績及び採択件数は年々増加しており、それらを活用して行った研究開発成果の市場への普及の機会

の増大を図るとともに、当該成果である革新技術の普及促進により、我が国における新規産業の創出が期待されることから、本制度による支援を

行うことは必要不可欠である。 

なお、制度創設から７年が経過しており、特定補助金等を活用し技術開発に成功した後、事業化フェーズに到達した事業者が増加しており、事

業化に係る設備等導入のための資金需要の増大が見込まれるところである。 

 

（ＳＢＩＲ制度、旧創造法関連） 

中小企業においては、大企業と比して、開示情報が少ない、定性的情報の評価が困難等の「情報の非対称性」が存在する上、本制度が対象と

している新技術・新製品開発投資は、そこで用いられる技術の専門性や開発自体のリスクゆえ民間金融機関において、金融リスクやその投資の

適切な評価を行うことは困難である。 

そのため、中小企業の研究開発活動において実施される設備投資や運転資金の調達を長期間にわたり民間の金融機関から受けることは困難

であり、本制度が民間金融機関の補完的役割を果たすことは極めて重要である。 

また、旧創造法が廃止された平成１６年度に認定を受けた事業者の認定が、本制度を活用できる平成２１年度までは、認定事業者の受けること

ができるとされた支援を継続することが必要である。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

（ＳＢＩＲ制度） 

 ○新経済成長戦略 第４章第４節 ワザ：技術のイノベーション 

    ベンチャー企業の技術開発を支援するため、中小企業技術革新（ＳＢＩＲ）制度において、特定補助金等の拡充等を図る。 

 ○経済成長戦略大綱 工程表 第５ ４ ワザ 技術革新 

    短期：ＳＢＩＲ特定補助金等の拡充に向けた環境整備を行う 
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    中期：ＳＢＩＲ特定補助金等の拡充及び目標額の各省別設定を行う 

 ○イノベーション創出総合戦略 ３．（１）新技術の利用促進、国際標準化など出口政策の強化 

    ＳＢＩＲ制度の運用強化（目標額の各省別設定と引き上げ、対象補助金の拡大とともに、その成果の公的部門における活用促進） 

 

今後の方向性 

 

【継続】 

（ＳＢＩＲ制度） 

今般策定された、新経済成長戦略、経済成長戦略大綱及びイノベーション創出総合戦略の策定過程において、ＳＢＩＲ制度の一層の拡充を求

める意見が提出され制度に対する期待が高まる中、本融資制度の効果的な執行を検討していく。 

（旧創造法関連） 

旧創造法が廃止された平成１６年度に認定を受けた事業者が、本制度を活用できる平成２１年度まで継続する。 
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個別事業評価書（政策金融） 

 

事業名 【政策金融】 新創業融資制度 （金融機関：国民公庫） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁創業連携推進課 所管課室長名  創業連携推進課長 山城 宗久 

  

概要・目標 

《制度概要》 

新創業融資制度は、創業を強力に支援するため、事業計画（ビジネスプラン）の審査により、無担保・無保証人（本人保証無し）で、国民生活金

融公庫が融資するものである。 

 ○対象者    新たに事業を営もうとする者で、次のいずれかの該当者 

①雇用（パートを含む）創出を伴う事業を始める者 

②技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始める者 

③開業してから税務申告を２期終えていない者 

 ○貸付限度額  ７５０万円（開業資金総額の１／２以上の自己資金が必要） 

 ○貸付期間   運転資金５年、設備資金７年以内（据置期間６ヶ月以内） 

 ○貸付利率   基準金利（２．３％ H18.10.12 現在）＋上乗金利１．２％ 

《目標》 

創業期の企業を支援することで、我が国全体の新規事業の創出を促進し、経済活動全体の活性化につなげ、雇用の創出を図る。 

 

結果・効果・実績 

 

開始年度：平成１３年度 

終了年度：平成１９年度 

 

《政策金融出融資実績の推移》 

 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計（平成１３～１７年度

累計） 

出融資実績額（億円） ９．８ １０３．５ １８６．７ ２０７．２ ２４６．５ ７５３．７

出融資実績件数（件） ３２７ ３，２０２ ６，０６１ ６，３６１ ７，５３５ ２３，４６６
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《効果（アウトカム）・目標達成状況》  

・平成１３年７月の制度開始以来現在（平成１８年９月末日）まで貸付件数ベースで２７，８２５件、金額ベースで８９２．５億円と実績を積み重ねて

おり、１７年度実績では、件数・金額ともに対前年度比１８％増加するなど、新創業融資制度は創業の促進及び雇用の創出に不可欠なものと

なっている。 

 

必要性 

 

・創業促進は、新たな経済主体を生み出すことによる経済活動全体の活性化・雇用の確保に資するものであるが、我が国においては、開業率が

廃業率を下回る状況（開業率３．５％、廃業率６．１％（２００１年から２００４年までの平均値。中小企業白書２００６より））が長期間続いており、創業

に対する支援は極めて重要。とりわけ、創業に当たっての大きな課題は資金調達であり、本制度において創業希望者に対して資金調達の手段

を提示することは、創業促進にとって極めて有効である。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

・創業時の課題では資金面の困難性が最も大きく（中小企業庁「創業環境に関する実体調査」によると資金面の困難性は８２．８％となっている）、

創業時の障害としてしばしば創業資金の調達の問題があげられる。（２００２年版中小企業白書等） 

 

今後の方向性 

【見直し】、【継続】 

・貸付対象に「再挑戦支援資金（仮称）」を追加するとともに、融資限度額を７５０万円から１，０００万円に引き上げ、自己資金要件を１／２から１／３

に緩和。 
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個別事業評価書（政策金融） 

 

事業名 【政策金融】 企業活力強化資金 （金融機関：中小企業金融公庫、国民生活金融公庫） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁商業課 所管課室長名  商業課長 後藤 久典 

  

概要・目標 

《制度概要》  

中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫において、中小商業者の経営基盤強化のための設備の合理化、ショッピングセンターへの入居、

販売促進・人材確保及び新分野への進出等に必要な資金について低利融資を行うとともに、中心市街地関連地域における事業活動及び空き

店舗への入居に必要な資金について融資を行う。 

《目標》 

経営基盤の脆弱な中小小売商業者の基盤強化が図られ、商店街や中心市街地の活性化に多大な影響を与える個店の魅力改善・向上

等に寄与すること。本制度を活用した事業者が引き続き必要であると評価すること。 

結果・効果・実績 

 

開始年度：平成７年度 

終了年度：平成－年度 

《政策金融出融資実績の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計（平成１２～ 

１７年度累計） 

552.7億円 529.7億円 422.8億円 423.8億円 355.1億円 320.5億円 2604.6億円 中小企業金融公庫

出融資実績 805件 896件 724件 748件 685件 606件 4,464件 

483.0億円 595.8億円 600.9億円 821.1億円 847.4億円 958.6億円 4306.8億円 国民生活金融公庫

出融資実績 3,159件 4,464件 4,725件 6,880件 7,794件 10,274件 37,296件 

 

《効果（アウトカム）・目標達成状況》  

本制度は、これら財政基盤が脆弱かつ経営資源が乏しい中小卸売業者、中小小売業者及び中小サービス業者等への資金供給を円滑にす

ることで、経営の近代化、流通機構の合理化を図り、「個店の改善・活性化」を促進するもの。これまでの実績からも貸付額・件数につ

いては十分な数値を残している等、個店の魅力改善・向上等への寄与及び事業者からのニーズも高いと考えている。今後、事業者への



 73 

調査等によりその評価等をより詳細に把握し、より実効性の高い制度となるよう努めていく。 

必要性 

 

今年度、まちづくり３法の改正に取り組み、地域自らのイニシアティブの発揮と、創意工夫をこらした「まちづくり」に取り組めるような新たな枠

組みの創設を図った。熱意ある中小小売業者が「まちづくり」に欠くことの出来ない存在として積極的にその役割を果たし、地域を支える活性化

の担い手としての「個店の活性化」を図ることは、ますます重要な課題となっている。したがって、国として、中小小売業者の経営基盤強化のみ

ならず、「まちづくり」・「市街地活性化」という観点と長期的ビジョンに立った継続的な支援を行うことにより、こうした地域を支える活性化を図って

いくことが必要不可欠。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

 

ユーザーである中小小売商業者等からは、大型店等に対抗するためには、商店街全体の魅力向上や近代化が不可欠であり、事業者自身も取

り組む必要のある事業として「個店の改善・活性化」が最も多く挙げられているところである。 

本制度は、大型店等と比較して、財政基盤が脆弱かつ経営資源が乏しい中小小売商業者等が「個店の改善・活性化」を推進するに当

たり、その資金供給を円滑にするものであり、引き続き大きな期待を寄せられている。 

今後の方向性 

【継続】 

上記の通り、今年度新たに地域が自らのイニシアティブの発揮と、創意工夫をこらした、「まちづくり」に取り組めるような枠組みの創設を図っ

たところであり、熱意ある中小小売商業における「個店の活性化」については、ますます需要な課題であり、今後も継続的な支援が必要である。 
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個別事業評価書（税制） 

 

事業名 【税制】 中小企業等基盤強化税制（経営革新計画） （税目：所得税、法人税） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 経営支援課 所管課室長名 経営支援課長 滝本 徹 

  

概要・目標 

《制度概要》 

中小企業新事業活動促進法に規定する経営革新計画の承認を受けた中小企業が取得した機械・装置について、取得価格の７％の税額控除（リ

ースの場合は費用の総額の６０％相当額の７％）又は初年度３０％の特別償却を適用。 

《目標》 

・経営革新計画終了後に年率３％以上の付加価値額の伸びを達成した企業の割合５０％以上を目指す。 

 

結果・効果・実績 

《減税実績の推移》 

開始年度：平成１１年度 

終了年度：平成２０年度 
 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成12～17年度累計） 

減税実績額（億円） ０．４ １．７ １．４ １．０ ０．９ ３．６ ９．０ 

 

《効果（アウトカム）・目標達成状況》  

本税制措置を含む経営革新支援措置を活用することにより、経営革新計画終了企業の約６割が、経営革新の目標達成の指標としている「年率３％

以上の付加価値額又は一人当たりの付加価値額の向上」を達成しており、目標達成に対して効果的であるといえる。 

 

 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 

年間３％以上の付加価値額の伸び率を達成した企業の割合 ５２％ ４９．２％ ５７．３％ 
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必要性 

我が国経済の国際競争力を強化し、更なる発展を遂げるためには、我が国経済を支えている中小企業が新たな展望を切り開くことが極めて重要

である。経営の相当程度の向上を図る経営革新は、新市場の創出をもたらすことから、高い政策的意義を有するものである。このような取組に当た

っては、新たな設備投資が必要であり、設備投資減税の活用を通して、設備投資を促進させ、新連携事業の着実な実施を促す必要がある。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

（平成１６年１０月開催 中小企業政策審議会経営支援部会での委員発言） 

・「経営革新支援法」では、支援機関や金融機関で計画策定の支援をすることを含め、様々な支援ツールを申込みすることで、認定実績は上がっ

ている。認定後の支援を充実させてほしい。 

 

（ユーザーからの意見）（平成１７年税制利用企業調査） 

・減税分を営業活動や設備投資の一部に充当することができ、減税による企業活動への効果は大きい。 

今後の方向性 
【継続】 

平成２０年度まで継続。 
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個別事業評価書（税制） 

 

事業名 【税制】 中小企業等基盤強化税制（新連携計画） （税目：所得税、法人税） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 経営支援課 所管課室長名 経営支援課長 滝本 徹 

  

概要・目標 

《制度概要》 

中小企業新事業活動促進法に規定する異分野連携新事業分野開拓（新連携）計画の認定を受けた中小企業が取得した機械・装置について、取

得価格の７％の税額控除（リースの場合は費用の総額の６０％相当額の７％）又は初年度３０％の特別償却を適用。 

 

結果・効果・実績 

《減税実績の推移》 

開始年度：平成１７年度 

終了年度：平成２０年度 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 合計 

減税実績額（億円） ０ ０ 

 

《効果（アウトカム）・目標達成状況》  

平成１７年度は事業実施初年度で、試作開発のフェーズにあるため、実績はない。今後新製品を市場投入するフェーズに移行し、設備投資

減税を活用した設備投資が本格化し、事業化が実現する見込みである。 

 

必要性 

我が国経済の国際競争力を強化し、更なる発展を遂げるためには、我が国経済を支えている中小企業が新たな展望を切り開くことが極めて重要

であることから、中小企業が新事業活動を行うことにより、異分野の中小企業が連携し、その優れた経営資源を有効に組み合わせ、新規性の高い

新商品等を開発し、事業化していく取組である新連携は、高い政策的意義を有するものである。このような取組に当たっては、新たな設備投資が

必要であり、設備投資減税の活用を通して、設備投資を促進させ、新連携事業の着実な実施を促す必要がある。 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 
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今後の方向性 
平成２０年度まで継続 
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個別事業評価書（税制） 

 

事業名 【税制】 
中小企業等基盤強化税制（中小企業新事業活動促進法第２条第３項第１号又は第２号に規定する新規中小企業者

に係るもの） （税目：所得税・法人税） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 創業連携推進課 所管課室長名 創業連携推進課長 山城 宗久 

  

概要・目標 

《制度概要》 

中小企業新事業活動促進法に規定する新規中小企業者が、事業に要する機械・装置を導入した場合の税制措置。 

機械・装置で１台又は１基の取得価格が２８０万円以上（リースの場合はリース費用の総額が３７０万円以上）の設備について、取得した場合につい

ては、取得総額の３０％の特別償却又は７％の税額控除、リースの場合については、リース総額の６０％について７％の税額控除を行う制度。 

 

《目標》 

余剰金を生み出すことが困難な創業期の事業者の設備投資を促進し、事業者の創造的な事業活動を強力に支援することを目標とする。 
 

結果・効果・実績 

 

開始年度：平成１７年度 

終了年度：平成１８年度 

 

《減税実績の推移》 

 平成１７年度
合計 

（平成１７年度） 

減税実績額（億円） １．４ １．４

 

《効果（アウトカム）・目標達成状況》  

アンケート調査の結果、本税制を活用しての余剰資金の用途として、設備資金を確保した、或いはよりグレードの高い設備を導入したとの回答

が２／３にのぼり、余剰資金を生み出すことが困難な創業期の事業者の事業活動に対して、本税制はより一層の設備投資へのインセンティブを与

える結果となっている。 
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必要性 

 

我が国においては、創業の重要性についての社会的な認識が必ずしも高いとは言えず、また、創業に伴う不透明性・リスクの高さから新たな事

業主体の登場は減少傾向にある。 

  このため、従来同様、創業支援を通じて、創業の重要性についての社会の理解を深めるとともに、多種多様な事業主体の創出を実現し、我が

国経済の新陳代謝を常に促すことが、必要不可欠である。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

 

 平成１８年６月の「中小企業新事業活動促進法に基づく事業化支援策の利用状況とその効果に関する調査」において、本税制の利用ニーズに

ついて「今後利用してみたい」との回答が１，２８４件（本税制の利用ニーズ等に関する有効回答数約２，５８５件の約５０％）に上った。 

 

今後の方向性 

 

 平成１８年度までで廃止。 
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個別事業評価書（税制） 

 

事業名 【税制】 中小企業技術基盤強化税制 （税目：法人税・所得税） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 技術課 所管課室長名 技術課長 中野 節 

  

概要・目標 

《制度概要》 

青色申告書を提出し、研究開発を行う個人事業者又は資本金１億円以下の中小法人等が、自ら試験研究を実施した場合、確定申告時に納付す

る法人税額や所得税額から試験研究費の 12％分が控除される制度。ただし、支払う法人税額又は所得税額の 20％以内が限度。 

 

《目標》 

①国際競争に勝ち抜く産業競争力の実現 

②研究開発主導の設備投資の国内回帰の実現 

③将来の我が国産業を支える最先端（＝ハイリスク）の技術開発に貢献 

結果・効果・実績 

開始年度：昭和６０年度 

 

《減税実績の推移》  

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成１５～１７年度累計） 

減税実績額（億円） ２１ １７２ ２００ ３９３ 

 

《効果（アウトカム）・目標達成状況》  

中小企業の試験研究費の投資額は、平成１５年度に改正した中小企業技術基盤強化税制の抜本強化の影響等もあり、大きく拡大し民間研究開発

投資全体の伸びを下支え。 

 【中小企業の試験研究費の投資額の実績値推移】 （単位：百万円） 

平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

529,156 586,388 560,680 421,902 634,819 643,247 

必要性 
 

中小企業を取り巻く状況は厳しく、根元的な収益性の向上を図るためにも弛まぬ研究開発への取組は重要であり、本税制の維持が必要不可欠で
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ある。また、取組への高いインセンティブ付与と次の研究開発投資につながる資金確保の観点において、税負担の軽減は有効である。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

 

研究開発資金を確保でき、よりレベルの高い研究開発が可能となった。「中小企業技術基盤強化税制の活用調査アンケート（対象：モノ作り中小

企業３００社選出企業）」平成１８年８月 

 

今後の方向性 

 

１９年度継続。 
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個別事業評価書（税制） 

 

事業名 【税制】 保険会社等の異常危険準備金 （税目：地方税 法人税） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 創業連携推進課 所管課室長名  創業連携推進課長 山城 宗久 

  

概要・目標 

 

《制度概要》  

中小企業等協同組合法第５８条第５項において、火災共済協同組合及び同連合会は毎事業年度末に責任準備金及び支払準備金を計算し、こ

れを積み立てなければならないと規定されている。このうち異常危険準備金については、中小企業等協同組合法施行規則第５条の７において、

毎事業年度の正味収入共済掛金の額に達するまで、当該事業年度の正味収入共済掛金の一部を異常危険準備金として積み立てるものと規定

されており、この異常危険準備金の積立てに際し、当該事業年度における正味収入共済掛金の５／１００以下の金額を異常危険準備金として積

み立てた場合に、当該積立額について、損金への算入を認める措置。 

（本則では、損金算入できる割合が２．５％とされており、本特例措置は当該割合の２．５％の上乗せである。） 

 

《目標》 

火災共済協同組合及び同連合会に十分な異常危険準備金を積ませ、共済事業の安定的な運営を図ること。 

 

結果・効果・実績 

 

開始年度：平成５年度 

終了年度：平成２１年度 

 

＜国税＞  

 法人税 ３．６２億円（平成１２年度～平成１７年度） 

＜地方税＞ 

国税自動連動分 ０．７５億円（平成１２年度～平成１７年度） 

 

 



 83 

 《減税実績の推移》 

 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度
合計 

(平成12～17年度累計) 

法人税減税実績額

（億円） 
０．７１ ０．６６ ０．６７ ０．６８ ０．３４ ０．５６ ３．６２ 

地方税減税実績額

（億円） 
０．１５ ０．１４ ０．１４ ０．１４ ０．０７ ０．１１ ０．７５ 

 

《効果（アウトカム）・目標達成状況》  

十分な異常危険準備金を積み立てられていない火災共済協同組合等について、火災共済協同組合及び同連合会の半数以上が本特例措置を

活用しており、当該準備金の積立ての促進に寄与している。 

 

必要性 

 

火災共済協同組合及び同連合会は、大規模な災害に備えて異常危険準備金を積み立てているものの、台風等の自然災害の発生により、依然と

して、十分な準備金を積み立てられていない。火災共済事業の健全運営を確保するために、引き続き、異常危険準備金の適正な積立てを促進

することが不可欠であるところ、異常危険準備金として積み立てた金額から損金算入できる割合を引き上げる本特例措置は、異常危険準備金の

積立ての促進に、極めて重要であるため、特例の適用期限の延長が必要である。 

 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

 

平成１１年度の台風１８号、平成１３年度の雪害、平成１６年度の台風等、相次ぐ異常災害による甚大な被害により、異常危険準備金の取崩しを行

う組合が多く発生しているが、それら異常危険準備金の取崩し後、積立途上の組合より、本特例により、異常危険準備金の積立てを促進させる本

制度は非常に有益な制度であるとの意見がでている。（平成１８年１０月火災共済協同組合連合会による火災共済協同組合に対する個別聞き取り

調査） 

 

今後の方向性 

 

平成２１年度まで継続。 
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 個別事業評価書（税制） 

 

事業名 【税制】 漁業協同組合等の留保所得の特別控除制度 （税目：法人税（租税特別措置法第６１条、同法施行令第３７条）） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 創業連携推進課 所管課室長名 創業連携推進課長 山城 宗久 

  

概要・目標 

 

《制度概要》 

事業協同組合等の組合制度は、技術や情報など中小企業者が自らの企業のみでは有さない経営資源を補完しあい共同して事業を行うことにより、本

来中小企業が保有する機動性、柔軟性や創造性などを生かし、創業、新事業創出、経営革新等を図るための制度で、多様で活力ある中小企業の育成・

発展を目的としている。 

 事業協同組合等が共同事業を円滑に実施するためには、内部留保の充実等を図ることによって経営基盤を強化する必要があり、このことから法律上、

事業協同組合、商工組合等の組合（以下「組合」という。）は、出資総額の２分の１に達するまで毎事業年度の剰余金の１０分の１以上を準備金として積み

立てることを義務付けられており、更にその取り崩しは損失のてん補に充てる場合のみに限定されている。 

 本税制は、上記準備金制度と相まって、組合の内部留保の充実を通じ、組合の健全な発展と組合員企業の経営の安定及び債権者の利益の保護を図

るものである。 

 税制の内容は、組合の累積利益積立金額が組合の出資総額の４分の１に達するまでは、各事業年度における留保所得について一定率の損金算入を

認めるものである。 

 

《目標》 

・組合の資本充実による経営基盤の強化を図ることにより、組合が行う事業活動の活発化を図ること。 
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結果・効果・実績 

開始年度：昭和３９年度 

終了年度：平成２０年度 

 

《減税実績の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成１２～１７年度累計） 

減税実績額（億円） ２９ ３９ １２ ９ １２ ９ １１０ 

 

《効果（アウトカム）・目標達成状況》  

中小企業をめぐる経済状況が依然として厳しい中で、利益積立金の累積積立率が１／４以上である組合が２／３以上に上り、年々上昇して

いる（サンプル調査結果）など、本税制は中小企業組合の脆弱な経営基盤の安定・強化に寄与している。 

 

必要性 

 現在、設立後、相当の期間を経過した組合について、多くの場合には、いまだ内部留保が十分であるとはいえない状況である。さらに、ここ数年

新規に設立される組合数は８００件程度で推移しており、かつ、設立時の自己資本は弱小なものが多いことから、経営基盤の強化のため本税制の

役割は極めて重要なものである。 

  

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

 共同経済事業の利用等による利益の額が減少しており、その少ない利益の中から留保しているため、積立に要する期間が長期化している。ま

た、新設組合が年間７００程度創設され、この新設組合については、内部留保はゼロからスタートすることから、内部留保を早急に高めることによ

り、組合の安全性を高める当該措置は引き続き必要である。（平成１８年度全国中小企業団体中央会による個別聞き取り調査） 

今後の方向性 

 

平成２０年度まで継続。 
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個別事業評価書（税制） 

 

事業名 【税制】 中小企業等の貸倒引当金の特例 （税目：法人税（租税特別措置法第５７条の９）） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁 創業連携推進課 所管課室長名 創業連携推進課長 山城 宗久 

  

概要・目標 

《制度概要》 

 事業協同組合等の組合制度は、技術や情報など中小企業者が自らの企業のみでは有さない経営資源を補完しあい共同して事業を行うことに
より、本来中小企業が保有する機動性、柔軟性や創造性などを生かし、創業、新事業創出、経営革新等を図るための制度で、多様で活力ある中
小企業の育成・発展を目的としている。 

 組合が共同事業を実施する際の取引相手としては、中小企業が多いため、現在の経済状況では、取引先が倒産する確率が高く、取引先が一
旦倒産すると経営基盤が弱い組合は、自らも苦境に陥りやすい。 
 よって本税制は、経営基盤が脆弱な組合が取引先の倒産により更に弱体化することを防止し、組合の健全な発展と組合員及び債権者の利益保

護を図るものである。 

 税制の内容は、事業協同組合等の貸倒引当金について、通常の引当金の繰入限度額（法定繰入率）の１６％割増で損金算入を認めるものであ
る。 

《目標》 
 組合の経営基盤の安定、強化を図ることにより、組合が行う経済事業活動の活発化を図る。 

 

結果・効果・実績 

 

開始年度：昭和４１年度 

終了年度：平成２０年度 

 

《減税実績の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成１２～１７年度累計） 

減税実績額（億円） １４ ２３ １５ ２５ ６ ２５ １０８ 
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《効果（アウトカム）・目標達成状況》  

 中小企業をめぐる経済状況が依然として厳しい中で、貸倒引当金の引当実施組合の特例措置利用率が５０％以上（サンプル調査結果）に上る
など、本税制は、中小企業組合の脆弱な経営基盤の安定・強化に寄与している。 

 
 

 

必要性 

 

 組合事業としては、共同購買、共同販売、共同受注、共同研究等の共同経済事業が中心である。これを活発に行えば必然的にその販売・受注
規模も大きくなり、その資金回収リスクも大きくならざるを得ないことから、貸倒引当金の繰入が十分に行われない組合においては、取引先の貸倒
れが発生した場合には組合事業が停滞すること等、その損害や取引不安が、組合や組合員である中小企業はもとより、組合の債権者等にまで連
鎖的に波及することが懸念され、中小企業の中には組合の行う事業そのものが生命線になっているものもあることから、こういった中小企業者に広
く影響を及ぼすことになる。 

 このような状況に陥らないためにも組合は貸倒れに備える必要があり、引当金の繰入限度額の割増は組合にとってはその経営基盤の安定化を
図るため、また、組合の健全な取引活動を支えるためにも極めて重要なものである。 
 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

 当組合は、自己破産の増加や、共同受注事業の取引先の倒産等により債権の不良化が上向いており、貸倒償却額が高水準にある、今後も貸

倒損失による倒産を免れるためにも貸倒引当金の特例は必要であり、ぜひとも延長してもらいたい。（平成１８年全国中小企業団体中央会による

個別聞き取り調査） 

 

 

今後の方向性 

 

平成２０年度まで継続。 
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個別事業評価書（税制） 

 

事業名 【税制】 中小企業等基盤強化税制 （税目：所得税・法人税） 

事業所管 

課室名 
中小企業庁経営支援部商業課 所管課室長名 商業課長 後藤 久典 

  

概要・目標 

《制度概要》  

 中小卸、小売及び特定のサービス業者が、機械・装置又は器具・備品を取得・リースした場合に、取得価額７％の税額控除又は３０％の特別償

却（リースの場合は費用総額の６０％について７％の税額控除）を認める制度。 

 （対象設備） 機械・装置 １台２８０万円以上（リースの場合、費用総額３７０万円以上） 

器具・備品 １台１２０万円以上（リースの場合、費用総額１６０万円以上） 

《目標》 

 中小卸、小売及びサービス業の設備投資を促進し、経営基盤の安定・強化を図る。 

結果・効果・実績 

 

開始年度：昭和６２年度 

終了年度：平成２０年度 

 

《減税実績の推移》 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度
合計 

（平成12～17年度累計） 

減税実績額（億円） ６０ ５０ ３３ ４２ ２９ ７ ２２１ 

 

《効果（アウトカム）・目標達成状況》                                          ※中小企業庁「中小企業実態調査」 

 平成１４年度 
平成１５年度 

（前年度増減割合） 

平成１６年度 

（前年度増減割合） 

中小卸、小売、サービス業における設備投資額（億円） 
３４，９１０ ３４，０３２

（▲２．５％）

２８，４０２ 

（▲１６．５％） 
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必要性 

 我が国の消費の拡大、内需の振興、産業活力の維持・発展を図るためには、我が国経済の太宗を締める中小企業者の約半数を占める中小

卸、小売及びサービス業における事業基盤の強化・拡充が不可欠であるが、これら３業種における経営環境は依然として厳しく設備投資水準が

低いのが現状であり、設備投資負担の軽減により新たな設備投資を誘導し、流通システムの環境改善を図る当該制度が必要不可欠である。 

事業に対する 

ユーザーや 

有識者の意見 

 平成１８年度に実施した中小企業税制アンケート調査（中小企業庁商業課）によると、当該制度利用者の９割以上について財務上のメリットがあ

ったと回答しているほか、利用しなかった者を含めアンケート回答者の約９割が今後利用する意向があるとしている。 

今後の方向性  平成２０年度まで継続。 

 




